
「九州ブランディング拠点創生特区」

平成27年10月30日 佐賀県鳥栖市・福岡県小郡市・佐賀県基山町

インターチェンジを併設する鳥栖ジャンクション（九州縦貫自動車道と九州横断自動車道が接続）

国家戦略特区（地方創生特区）に関する共同提案＜説明資料＞

～県境を越えて交通結節機能を最大化。すべては九州のために～



九州交通ネットワークのクロスポイントとしての役割

� 九州が今後も活力を維持し、我が国はもとより、国際社会の中で存在感を示していくた

めには、企業経済活動を支援すると同時に、農林水畜産物や食、技術、人材など、九

州が誇る多様で豊富な地域資源を活かすための「拠点づくり」が重要となる。

� そのためには、九州をひとつの圏域と捉え、市や県の行政的枠組みに限定されない政

策を一体的に展開することが不可欠となる。

� こうした観点から、日本有数の鳥栖ジャンクションを擁する佐賀県鳥栖市、基山町、

福岡県小郡市、久留米市が県境を越えて一体的に連携した時に発揮するポテンシャル

は非常に高く、 九州における交通の要衝としての強みを最大化し、 九州の交流拠点

地域としての役割を果たすことで、九州の一体的な浮揚へと繋がっていくことが大いに

期待できる。
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筑後川流域クロスロード協議会による県境を越えた広域連携

■ 交通網の整備や高度情報社会の進展により、経済活動は拡大し、また住民の生活範囲も県や市町村といっ

た枠組みに関係なく広がってきている。

■ こうした状況等も踏まえ、経済的に一体性のある佐賀県鳥栖市・基山町、福岡県小郡市・久留米市において

九州の高速道路の結節点である特性を活かした行政・経済・文化・スポーツなど広範な連携と交流を研究・実

践し、県境を越えた地域の一体的浮揚を図るため、平成元年に「筑後川流域クロスロード協議会」を発足させて

いる。

■筑後川流域クロスロード協議会

佐賀県鳥栖市、基山町、福岡県小郡市、久留米市で構成され、スポーツ交流イベントや図書館の相互利用な

ど、クロスロード地域の一体感を醸成するため、さまざまな連携事業を行っている。

また、クロスロード地域の一体的な発展と将来の目指すべき地域像を描いた筑後川流域クロスロード地域ビ

ジョンを策定し、目標とする将来像『九州交流の都「クロスロード地域」』の実現を目指している。
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鳥栖ジャンクション



クロスロード地域において鳥栖市・小郡市・基山町が共同提案を行う意義

� こうした認識を踏まえ、今後の経済発展のために必要な規制改革を提案する

ため、国家戦略特区の仕組みを活用し、これまで第３次募集への提案を行っ

ている鳥栖市・小郡市に加え、基山町も提案者として加わり、全国でも稀有な

特性を有する鳥栖ジャンクションに近接される鳥栖インターチェンジを有効

活用することでクロスロード地域の発展の最大化を目指す。
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� 佐賀県・福岡県にまたがるクロスロード地域（鳥栖市、基山町、小郡市、久留

米市）は、全国でも稀有な特性を持つ鳥栖ジャンクションを擁する交通の要

衝として県境を越えた経済的なつながりを強く有していることを背景に、 これ

までも行政・経済連携を深め、発展を続けてきた地域であり、この利点を今後

も最大化していくことが両県、九州、ひいては日本経済の発展に資する。

さらに、将来的には、地理的に近接している鳥栖市・小郡市と久留米市との間で拠点性を高める取り組み

を検討することにより、本地域の更なる経済発展も視野に入れることが可能となる。



鳥栖市・小郡市・基山町の国家戦略特区提案に係る基本認識
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■ 鳥栖市・小郡市・基山町としては、今回の地方創生特区提案に当たり、農地法、農振法、都市

計画法をはじめ、全国的に適用される既存の法制度そのものは尊重すべきと考えております。

■ また、今回土地利用に関する提案を行っておりますが、バランスのとれた地域の発展を目指す

中で、農地に関しても地域とも連携を図りつつ「守るべき農地は守る」という思いをもっております。

■ 他方、鳥栖市では市制施行以来、企業誘致により雇用（しごと）を確保し、人口増（ひと）につな

げ、地域（まち）の着実な発展を図ってきた地方自治体の責務として、この流れを止めることなく、

九州のクロスポイントに位置する「鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ」という地域

資源を最大限に活用し、九州全体ひいては日本の発展に貢献することも重要な課題と認識してお

ります。

■ 現在更なる選定が進められている「地方創生特区」は、大都市圏への人口集中を防ぎ、地方を

活性化させるため、「志の高い、やる気のある地方の自治体」が、規制改革により地方創生を実現

できるよう、 国家戦略特区を更に進化させたものと理解しております。

■ こうした点を踏まえ、鳥栖市・小郡市・基山町としては、地方創生を真に実効性あるものとする

には、鳥栖ジャンクションを擁するこの地域の特性をスピード感を持って戦略的かつ最大限に活か

すことが重要であると考えることから、全国的に適用される既存の法制度そのものの改正ではなく、

「国家戦略特区」という国家戦略実現のための仕組みを有効活用した地域限定的な取り組みを促

進することが不可欠と考えております。



鳥栖ジャンクションのブランド化

（鳥栖ジャンクションの特性を活かした産業のサービス化による付加価値創出と生産性・競争力向上）
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ICT活用による物流加工

配送サービスの高度化

多品種少量生産による

ニッチニーズへの

きめ細かいサービス

消費者からの声を活用した

メーカーへの新商品発注

抜群の交通結節点による

移動時間短縮

鳥栖ジャンクション

地域だからこそ見出

せる付加価値



新たな付加価値を生み、それを九州・世界に展開できる鳥栖ジャンクション地域
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� 通販会社は、物流システムＩＴ化による配送サービスの高度化を実現通販会社は、物流システムＩＴ化による配送サービスの高度化を実現通販会社は、物流システムＩＴ化による配送サービスの高度化を実現通販会社は、物流システムＩＴ化による配送サービスの高度化を実現

� 家電製品・事務機器等の製造業者は、多品種少量家電製品・事務機器等の製造業者は、多品種少量家電製品・事務機器等の製造業者は、多品種少量家電製品・事務機器等の製造業者は、多品種少量生産によるニッチニーズへのきめ細かい対応生産によるニッチニーズへのきめ細かい対応生産によるニッチニーズへのきめ細かい対応生産によるニッチニーズへのきめ細かい対応サービスを可能とし、国内サービスを可能とし、国内サービスを可能とし、国内サービスを可能とし、国内

量産へ早期移行量産へ早期移行量産へ早期移行量産へ早期移行

� 物流業者は、配送先物流業者は、配送先物流業者は、配送先物流業者は、配送先の消費者からの声を活用したメーカーへのの消費者からの声を活用したメーカーへのの消費者からの声を活用したメーカーへのの消費者からの声を活用したメーカーへの新商品開発を促進新商品開発を促進新商品開発を促進新商品開発を促進

� 物流業者は、企業の一貫システムの輸配送部分を支える「各地の運送会社と提携して構築したネットワーク」による高品質物流業者は、企業の一貫システムの輸配送部分を支える「各地の運送会社と提携して構築したネットワーク」による高品質物流業者は、企業の一貫システムの輸配送部分を支える「各地の運送会社と提携して構築したネットワーク」による高品質物流業者は、企業の一貫システムの輸配送部分を支える「各地の運送会社と提携して構築したネットワーク」による高品質

低価格サービス提供ができ、配送能力を低価格サービス提供ができ、配送能力を低価格サービス提供ができ、配送能力を低価格サービス提供ができ、配送能力を最大化最大化最大化最大化

� 医薬品卸業者は、病院医薬品卸業者は、病院医薬品卸業者は、病院医薬品卸業者は、病院などの個別ニーズになどの個別ニーズになどの個別ニーズになどの個別ニーズに即応できるようになり医薬品即応できるようになり医薬品即応できるようになり医薬品即応できるようになり医薬品多品種多品種多品種多品種少量の提供体制を構築少量の提供体制を構築少量の提供体制を構築少量の提供体制を構築

� 流通流通流通流通業者において本地域は、道路（高速道路）、鉄道（貨物ターミナル駅）、空路（福岡・佐賀空港）、海路（博多港）のすべ業者において本地域は、道路（高速道路）、鉄道（貨物ターミナル駅）、空路（福岡・佐賀空港）、海路（博多港）のすべ業者において本地域は、道路（高速道路）、鉄道（貨物ターミナル駅）、空路（福岡・佐賀空港）、海路（博多港）のすべ業者において本地域は、道路（高速道路）、鉄道（貨物ターミナル駅）、空路（福岡・佐賀空港）、海路（博多港）のすべ

ての輸送手段が高次元で活用できることから、国内はもとより世界をターゲットとした企業戦略が可能とての輸送手段が高次元で活用できることから、国内はもとより世界をターゲットとした企業戦略が可能とての輸送手段が高次元で活用できることから、国内はもとより世界をターゲットとした企業戦略が可能とての輸送手段が高次元で活用できることから、国内はもとより世界をターゲットとした企業戦略が可能となるなるなるなる

� 農業面でも、本地域の突出した交通の利便性を活かし、加工・流通・販売の過程を提供する事業者と組み、消費者段階か農業面でも、本地域の突出した交通の利便性を活かし、加工・流通・販売の過程を提供する事業者と組み、消費者段階か農業面でも、本地域の突出した交通の利便性を活かし、加工・流通・販売の過程を提供する事業者と組み、消費者段階か農業面でも、本地域の突出した交通の利便性を活かし、加工・流通・販売の過程を提供する事業者と組み、消費者段階か

らのサービスサイクルを意識することや地域ブランドを作物に付加することで、国際競争力を有するサービス産業化（らのサービスサイクルを意識することや地域ブランドを作物に付加することで、国際競争力を有するサービス産業化（らのサービスサイクルを意識することや地域ブランドを作物に付加することで、国際競争力を有するサービス産業化（らのサービスサイクルを意識することや地域ブランドを作物に付加することで、国際競争力を有するサービス産業化（6次産次産次産次産

業化）を実現することが可能業化）を実現することが可能業化）を実現することが可能業化）を実現することが可能

新たな展開可能性への認識新たな展開可能性への認識新たな展開可能性への認識新たな展開可能性への認識

様々な業種のサービス産業化様々な業種のサービス産業化様々な業種のサービス産業化様々な業種のサービス産業化

（ブランディング）（ブランディング）（ブランディング）（ブランディング）
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全国的に人口減少が深刻化している中、佐賀県鳥栖市、基山町、福岡県小郡市は、九州全体から見て交通の全国的に人口減少が深刻化している中、佐賀県鳥栖市、基山町、福岡県小郡市は、九州全体から見て交通の全国的に人口減少が深刻化している中、佐賀県鳥栖市、基山町、福岡県小郡市は、九州全体から見て交通の全国的に人口減少が深刻化している中、佐賀県鳥栖市、基山町、福岡県小郡市は、九州全体から見て交通の

要衝に位置し、要衝に位置し、要衝に位置し、要衝に位置し、引き続き着実に人口が増加し続けている全国でも稀に見る全国でも稀に見る全国でも稀に見る全国でも稀に見る「元気な地域」である。また、である。また、である。また、である。また、可住地面

積率の割合も高く、今後も更なる発展可能性が高い地域である。である。である。である。

鳥栖ジャンクション地域の位置づけ

小

郡

市 ■面積

■人口推移

（単位：人）

（資料）総務省「国勢調査」

総面積総面積総面積総面積

可住地可住地可住地可住地

面積面積面積面積

可住地可住地可住地可住地

面積率面積率面積率面積率

鳥栖市 71.72 48.22 67.2

基山町 22.12 13.66 61.8

小郡市 45.50 44.09 96.9

（単位：km²・％）

Ｈ７Ｈ７Ｈ７Ｈ７ Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２ Ｈ１７Ｈ１７Ｈ１７Ｈ１７ Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２

鳥栖市 57,414 60,726 64,723 69,074

基山町 18,444 19,176 18,889 17,837

小郡市 50,612 54,583 57,481 58,499
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■ 鳥栖インターチェンジ利用状況（2013年）

487.01万万万万台（流入）台（流入）台（流入）台（流入） 470.16万万万万台（流出）台（流出）台（流出）台（流出）

■ 鳥栖地区の「保税蔵置場」（2012年）

28か所（国内内陸港で日本一）か所（国内内陸港で日本一）か所（国内内陸港で日本一）か所（国内内陸港で日本一）

■ 九州国際重粒子線がん治療センター（サガハイ

マット）、九州シンクロトロン光研究センター、

産業技術総合研究所九州センター

■ ベストアメニティスタジアム平均入場者数

14,137人（人（人（人（2014年）年）年）年） 10,916人（2013年）

■ 鳥栖プレミアム・アウトレット来場者数（年間）

約約約約500万人万人万人万人

鳥栖に年間900万台万台万台万台の

車両の出入りがある

（資料）統計でみる市町村のすがた

基山町

鳥栖ＪＣＴ



＜鉄道による所要時間＞

＜⾃動⾞による所要時間（⾼速道路）＞
区 間 所要時間

鳥栖IC〜福岡IC １８分

鳥栖IC〜佐賀⼤和IC １６分

鳥栖IC〜熊本IC ４８分

鳥栖IC〜福岡空港 ３１分

１７分（特急）

佐賀

鳥栖ジャンクション

１０Km圏内
労働⼒⼈⼝

３９万⼈

鳥栖・小郡・基山

１４分（新幹線）

博多

２４分（新幹線）

熊本

２０Km圏内
労働⼒⼈⼝

１５０万⼈

鳥栖・小郡・基山

鳥栖ジャンクション地域の位置づけ
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■震度１以上の地震発⽣回数⽐較
2010 2011 2012 2013 2014

東京 125 704 206 225 152

佐賀 1 12 7 6 7

福岡 6 30 18 17 19

資料：気象庁震度データベース

■■■■ 人口 69,074人 （平成22年国勢調査）（佐賀県全体の約8.4％）

72,023人人人人 （平成（平成（平成（平成26年年年年12月末）月末）月末）月末）

☑☑☑☑ 昼夜間人口比率 １１１．２３％ （佐賀県１位、全国27位）

☑☑☑☑ 人口増加率 6.7％ （佐賀県１位、全国31位）

☑☑☑☑ 労働力人口増加率 5.1％ （佐賀県１位、全国28位）

■■■■ 製造品出荷額等 3337.2億円 （平成24年確定値）（佐賀県全体の

約19.8%）

出典：都市データパック２０１４年版データ等より

■■■■ 人口 58,499人 （平成22年国勢調査）（福岡県全体の約1.2％）

59,507人人人人 （平成（平成（平成（平成26年年年年12月末）月末）月末）月末）

☑☑☑☑ 昼夜間人口比率 ８２．６４％ （福岡県24位、全国758位）

☑☑☑☑ 人口増加率 1.8％ （福岡県6位、全国165位）

☑☑☑☑ 労働力人口増加率 ▲1.1％ （福岡県9位、全国180位）

■■■■ 製造品出荷額等 416.0億円 （平成24年確定値）（福岡県全体の

約0.5%）

出典：都市データパック２０１４年版データ等より
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小
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市市市市

区 間 所要時間

新
幹
線

新鳥栖〜博多 １４分

新鳥栖〜新⼤牟⽥ １７分

新鳥栖〜熊本 ２４分

JR
特急

鳥栖〜博多 ２０分

鳥栖〜佐賀 １７分

JR
快速 鳥栖〜久留⽶ ５分

⻄鉄
急⾏

⼩郡〜福岡天神 ３４分

⼩郡〜久留⽶ ９分

福岡空港



■ 日本創成会議が発表した２０４０年の若年女性人口推計によれば、全国１，８００の市区町村のうち、２０４０年の総人口及び

若年女性人口変化率が鳥栖市・小郡市の合計（１３０,３３６人、－１４．１％）以上の地域は１６自治体となるが、三大都市圏及三大都市圏及三大都市圏及三大都市圏及

び県庁所在地を除くと、鳥栖市・小郡市合計の数値を上回る地域はない。び県庁所在地を除くと、鳥栖市・小郡市合計の数値を上回る地域はない。び県庁所在地を除くと、鳥栖市・小郡市合計の数値を上回る地域はない。び県庁所在地を除くと、鳥栖市・小郡市合計の数値を上回る地域はない。

日本全体における鳥栖ジャンクション地域の位置づけ（若年女性人口の動向）
9

■ 日本創成会議・人口減少問題検討分科会の推計では、全国１８００市区町村（政令市の行政区を含む）の半数に当たる８９６８９６８９６８９６

自治体自治体自治体自治体で、子どもを産む人の大多数を占める「２０～３９歳の女性人口」が２０１０年からの３０年間で５割以上減る見込み「２０～３９歳の女性人口」が２０１０年からの３０年間で５割以上減る見込み「２０～３９歳の女性人口」が２０１０年からの３０年間で５割以上減る見込み「２０～３９歳の女性人口」が２０１０年からの３０年間で５割以上減る見込み。

都道府県

名

市区町村

社人研推計 人口移動が収束しない場合

2010年 2010年 2040年 2040年

若年女性人口

変化率

2010年 2010年 2040年 2040年

若年女性人口

変化率

総人口 20-39歳女性 総人口 20-39歳女性 （2010→2040） 総人口 20-39歳女性 総人口 20-39歳女性 （2010→2040）

福岡県 久留米市 302,402 37,927 243,945 22,170 -41.5% 302,402 37,927 233,980 20,337 -46.4%

福岡県福岡県福岡県福岡県 小郡市小郡市小郡市小郡市 58,49958,49958,49958,499 6,6716,6716,6716,671 52,53852,53852,53852,538 4,9884,9884,9884,988 ----25.2%25.2%25.2%25.2% 58,49958,49958,49958,499 6,6716,6716,6716,671 52,39252,39252,39252,392 4,6284,6284,6284,628 ----30.6%30.6%30.6%30.6%

佐賀県 佐賀市 237,506 28,624 191,619 18,035 -37.0% 237,506 28,624 184,817 16,875 -41.0%

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 鳥栖市鳥栖市鳥栖市鳥栖市 69,07469,07469,07469,074 9,4069,4069,4069,406 74,69274,69274,69274,692 8,5928,5928,5928,592 ----8.7%8.7%8.7%8.7% 69,07469,07469,07469,074 9,4069,4069,4069,406 77,94477,94477,94477,944 9,1809,1809,1809,180 ----2.4%2.4%2.4%2.4%

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 基山町基山町基山町基山町 17,83717,83717,83717,837 2,1192,1192,1192,119 13,14813,14813,14813,148 988988988988 ----53.4%53.4%53.4%53.4% 17,83717,83717,83717,837 2,1192,1192,1192,119 12,31712,31712,31712,317 804804804804 ----62.1%62.1%62.1%62.1%

佐賀県 上峰町 9,224 1,206 8,582 919 -23.8% 9,224 1,206 8,316 870 -27.9%

佐賀県 みやき町 26,175 2,730 18,257 1,449 -46.9% 26,175 2,730 17,303 1,222 -55.2%

神奈川県 横浜市都筑区 201,271 27,357 252,076 27,663 1.1% 201,271 27,357 270,271 31,020 13.4%

広島県 広島市安佐南区 233,733 34,226 265,489 31,098 -9.1% 233,733 34,226 275,118 33,622 -1.8%

千葉県 千葉市緑区 121,921 15,348 132,560 13,952 -9.1% 121,921 15,348 139,520 14,945 -2.6%

愛知県 名古屋市緑区 229,592 31,000 246,038 26,643 -14.1% 229,592 31,000 256,088 28,542 -7.9%

滋賀県 草津市 130,874 18,586 145,136 15,396 -17.2% 130,874 18,586 149,088 17,055 -8.2%

福岡県 福岡市西区 193,280 26,536 217,013 22,312 -15.9% 193,280 26,536 231,081 24,255 -8.6%

東京都 荒川区 203,296 29,857 202,784 22,072 -26.1% 203,296 29,857 218,307 26,801 -10.2%

神奈川県 川崎市幸区 154,212 22,088 163,854 17,059 -22.8% 154,212 22,088 175,663 19,691 -10.9%

千葉県 八千代市 189,781 25,412 189,253 20,744 -18.4% 189,781 25,412 195,416 22,543 -11.3%

千葉県 千葉市中央区 199,364 28,044 205,312 21,047 -25.0% 199,364 28,044 220,679 24,843 -11.4%

愛知県 名古屋市守山区 168,551 22,615 172,534 18,806 -16.8% 168,551 22,615 177,615 20,011 -11.5%

神奈川県 川崎市麻生区 169,926 23,861 182,736 18,746 -21.4% 169,926 23,861 193,644 21,052 -11.8%

東京都 江東区 460,819 69,021 500,175 51,477 -25.4% 460,819 69,021 543,970 60,758 -12.0%

東京都 東村山市 153,557 19,960 154,682 15,553 -22.1% 153,557 19,960 164,158 17,519 -12.2%

神奈川県 川崎市高津区 217,360 35,939 241,494 26,704 -25.7% 217,360 35,939 254,022 31,206 -13.2%

愛知県 安城市 178,691 24,418 185,653 20,012 -18.0% 178,691 24,418 188,241 21,081 -13.7%

平成２５年度 鳥栖市企業実態調査

（回答１１７社）

正社員正社員正社員正社員 平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢 ３１．５歳３１．５歳３１．５歳３１．５歳

（（（（男性男性男性男性 ３２．５歳、女性２８．１歳）３２．５歳、女性２８．１歳）３２．５歳、女性２８．１歳）３２．５歳、女性２８．１歳）

全従業員数に占める市内居住者割合

３１．１％



鳥栖市・小郡市の地方創生特区提案（平成２７年６月５日提出）について

人口１３万人規模の地域ながら、積極的な産業積極的な産業積極的な産業積極的な産業政策政策政策政策等等等等によりによりによりにより人口が増加してきた本地域人口が増加してきた本地域人口が増加してきた本地域人口が増加してきた本地域（（（（鳥栖市においては鳥栖市においては鳥栖市においては鳥栖市においては今後今後今後今後も２０も２０も２０も２０

年近く人口が年近く人口が年近く人口が年近く人口が増え続ける増え続ける増え続ける増え続ける見込み見込み見込み見込み））））にあって、インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ（（（（ＩＣＩＣＩＣＩＣ））））を併設する鳥栖を併設する鳥栖を併設する鳥栖を併設する鳥栖ジャンクションジャンクションジャンクションジャンクションを擁する交通の要を擁する交通の要を擁する交通の要を擁する交通の要

衝としての発展可能性を最大化するため衝としての発展可能性を最大化するため衝としての発展可能性を最大化するため衝としての発展可能性を最大化するため、、、、民間活力も誘導し民間活力も誘導し民間活力も誘導し民間活力も誘導し、、、、産業団地産業団地産業団地産業団地・・・・住宅環境整備を継続して進めて企業集約住宅環境整備を継続して進めて企業集約住宅環境整備を継続して進めて企業集約住宅環境整備を継続して進めて企業集約・・・・

雇用確保を図り雇用確保を図り雇用確保を図り雇用確保を図り、大都市・中核都市ではない拠点都市として拠点都市として拠点都市として拠点都市として、、、、九州における九州における九州における九州における「「「「新た新た新た新たなななな地域集積構造地域集積構造地域集積構造地域集積構造」」」」をををを構築構築構築構築する。

また、農業への中小企業信用保証制度の適用を行うとともに、上記の取り組みにより企業進出で得られた収入等を

活かしながら、基金等の財政的仕組みを通じ基金等の財政的仕組みを通じ基金等の財政的仕組みを通じ基金等の財政的仕組みを通じ、、、、農業担い手確保と所得向上等の観点から青年就農給付金の年齢要件緩

和、経営農地集約化への支援、６次産業化に伴う商品開発・研究や販路開拓への支援、地産地消の取り組みへの支援

（本地域農産品の産業団地での支援）等の農業支援策に関しても受け皿の準備を検討農業支援策に関しても受け皿の準備を検討農業支援策に関しても受け皿の準備を検討農業支援策に関しても受け皿の準備を検討する。

特区提案名特区提案名特区提案名特区提案名

県境を越えた連携により、交通結節機能を最大限県境を越えた連携により、交通結節機能を最大限県境を越えた連携により、交通結節機能を最大限県境を越えた連携により、交通結節機能を最大限活かす、九州活かす、九州活かす、九州活かす、九州における「新たな地域集積構造における「新たな地域集積構造における「新たな地域集積構造における「新たな地域集積構造」構築」構築」構築」構築特区特区特区特区

～～～～「一生涯働けるまち」モデルの創出「一生涯働けるまち」モデルの創出「一生涯働けるまち」モデルの創出「一生涯働けるまち」モデルの創出～～～～

特区提案の内容特区提案の内容特区提案の内容特区提案の内容

「日本有数の鳥栖ジャンクション地域での産業団地造成等による企業誘致型、産業開発型発展産業団地造成等による企業誘致型、産業開発型発展産業団地造成等による企業誘致型、産業開発型発展産業団地造成等による企業誘致型、産業開発型発展」

「地方消滅」推計が示される中、今後「日本再興」を真に実効性のあるものとするため「日本再興」を真に実効性のあるものとするため「日本再興」を真に実効性のあるものとするため「日本再興」を真に実効性のあるものとするためには、政府が着目する３０万都市だけでは

なく、鳥栖市鳥栖市鳥栖市鳥栖市・小郡市・小郡市・小郡市・小郡市のような人口のような人口のような人口のような人口１３１３１３１３万人規模ながら、「しごと」があり、「ひと」が増え続ける日本有数の元気な「まち」をさらに元万人規模ながら、「しごと」があり、「ひと」が増え続ける日本有数の元気な「まち」をさらに元万人規模ながら、「しごと」があり、「ひと」が増え続ける日本有数の元気な「まち」をさらに元万人規模ながら、「しごと」があり、「ひと」が増え続ける日本有数の元気な「まち」をさらに元

気にしていき気にしていき気にしていき気にしていき、その勢いを周りの地域に波及させる効果を生み出す取組み周りの地域に波及させる効果を生み出す取組み周りの地域に波及させる効果を生み出す取組み周りの地域に波及させる効果を生み出す取組みがががが不可欠不可欠不可欠不可欠
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○日本有数の国内、国際産業拠点の拡大 ○製造品出荷額増 ○雇用創出 ○九州全体への経済波及

特区提案の経済的社会的効果特区提案の経済的社会的効果特区提案の経済的社会的効果特区提案の経済的社会的効果

鳥栖鳥栖鳥栖鳥栖ジャンクション周辺地域の発展を最大化することがジャンクション周辺地域の発展を最大化することがジャンクション周辺地域の発展を最大化することがジャンクション周辺地域の発展を最大化することが可能可能可能可能



① 農振除外の手続き農振除外の手続き農振除外の手続き農振除外の手続きについて、土地の高度利用を進める観点から、鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖イン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖イン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖イン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖イン

ターチェンジから概ね４㎞以内の地域であってターチェンジから概ね４㎞以内の地域であってターチェンジから概ね４㎞以内の地域であってターチェンジから概ね４㎞以内の地域であって、、、、区域計画で指定された場所区域計画で指定された場所区域計画で指定された場所区域計画で指定された場所にににに限り限り限り限り、、、、基準基準基準基準（（（（５要件５要件５要件５要件））））の弾力の弾力の弾力の弾力

化化化化を図る。

② 鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内の地域であって鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内の地域であって鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内の地域であって鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内の地域であって、、、、区域計画で指定区域計画で指定区域計画で指定区域計画で指定

された場所された場所された場所された場所のののの農地の分類基準を緩和農地の分類基準を緩和農地の分類基準を緩和農地の分類基準を緩和して土地の高度利用を進める観点から、甲種、１種、２種農地等の分類

基準の地域性に沿った弾力化地域性に沿った弾力化地域性に沿った弾力化地域性に沿った弾力化を図る。

③ （i）企業の進出意欲に対応するため、鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以以以以

内内内内の地域であっての地域であっての地域であっての地域であって、、、、区域計画で指定された場所区域計画で指定された場所区域計画で指定された場所区域計画で指定された場所にににに限り限り限り限り、、、、市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域のののの大規模開発大規模開発大規模開発大規模開発ををををより迅速より迅速より迅速より迅速に実に実に実に実現現現現すべ

く、先に廃止された基準先に廃止された基準先に廃止された基準先に廃止された基準（（（（都市計画法第３４条都市計画法第３４条都市計画法第３４条都市計画法第３４条第１０号イ第１０号イ第１０号イ第１０号イ））））なみになみになみになみに開発許可基準を開発許可基準を開発許可基準を開発許可基準を緩和緩和緩和緩和する。

(ii)市街化調整区域の大規模開発を用途制限付きで許可すべく、都市計画法第１３条第１項第７号を緩和する。

④ 市の中心市街地からは離れているものの、県境を挟んだ隣接自治体の市街地と接する地域県境を挟んだ隣接自治体の市街地と接する地域県境を挟んだ隣接自治体の市街地と接する地域県境を挟んだ隣接自治体の市街地と接する地域については、連

続性を勘案しつつ地域の実情に合った市街地形成を促し、県外隣接自治体の都市計画との連携をより一層図

るため、市街地編入の条件である市街地編入の条件である市街地編入の条件である市街地編入の条件である「「「「既成市街地に連続既成市街地に連続既成市街地に連続既成市街地に連続」」」」という規定の弾力化という規定の弾力化という規定の弾力化という規定の弾力化を図る。

⑤ バランスある地域開発を行うバランスある地域開発を行うバランスある地域開発を行うバランスある地域開発を行うため、農業への中小企業信用保証制度の適用農業への中小企業信用保証制度の適用農業への中小企業信用保証制度の適用農業への中小企業信用保証制度の適用を行うとともに、上記の取組み

による企業進出で得られた収入等を活かしながら企業進出で得られた収入等を活かしながら企業進出で得られた収入等を活かしながら企業進出で得られた収入等を活かしながら、基金等の財政的仕組みを通じ基金等の財政的仕組みを通じ基金等の財政的仕組みを通じ基金等の財政的仕組みを通じ、、、、青年就農給付金の年齢要

件緩和、経営農地集約化への支援、６次産業化・地産地消の取り組みへの支援等を安定的安定的安定的安定的・・・・計画的に計画的に計画的に計画的に進め、

農地の高度利用農地の高度利用農地の高度利用農地の高度利用、、、、収量収量収量収量・・・・所得の増大所得の増大所得の増大所得の増大を図る。

特区で求める規制・制度改革等特区で求める規制・制度改革等特区で求める規制・制度改革等特区で求める規制・制度改革等
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鳥栖市・小郡市の地方創生特区提案（平成２７年６月５日提出）について



産 業 農 業

雇用の創出・「新たな拠

点の形成」に向けた

新たな企業・施設誘致

既進出企業の拡大支援

住宅環境整備

担い手確保と農業所得の

向上に向けた

農地の面的集約支援

新たな担い手の参入支援

（若者、企業退職者、農業生産法人等）

６次産業化・販路開拓支援等

産業・農業の両立による「一生涯働けるまち」モデルのイメージ
12

好循環

鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ

周辺地域の都市計画制度・農地規制の弾力化周辺地域の都市計画制度・農地規制の弾力化周辺地域の都市計画制度・農地規制の弾力化周辺地域の都市計画制度・農地規制の弾力化

企業進出で得られた収入等企業進出で得られた収入等企業進出で得られた収入等企業進出で得られた収入等

をををを活かしながら農業支援活かしながら農業支援活かしながら農業支援活かしながら農業支援



「鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジから概ね４Km」の範囲 13

佐賀県立九州シンクロ

トロン光研究センター

鳥栖北部丘陵

新都市

JR鳥栖貨物

ターミナル駅

（独）産業技術総合

研究所九州センター

国道３号拡幅事

業進行中

鳥栖商工団地

轟木工業団地

グリーン・ロジス

ティックス・パーク

鳥栖

鳥栖インターチェンジ

県道鳥栖朝倉線

バイパス工事

上岩田工業団地

グリーンアジア国際

戦略特区

都市計画道路

三沢・西福童線工事

筑後小郡

インターチェンジ

産業・業務的利用

ゾーン

産業・業務的利用

ゾーン

鳥栖ジャンクション

鳥栖北部丘陵新都

市（基山工区）

基山工業団地

第２立野工業団地

立野工業団地



「鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ」の希少性（鳥栖市・小郡市・基山町調べ）
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地域地域地域地域 ＪＣＴ所在都道府県ＪＣＴ所在都道府県ＪＣＴ所在都道府県ＪＣＴ所在都道府県 ＪＣＴ総数ＪＣＴ総数ＪＣＴ総数ＪＣＴ総数 うち三大都市圏以外うち三大都市圏以外うち三大都市圏以外うち三大都市圏以外

うち県庁所在地・政うち県庁所在地・政うち県庁所在地・政うち県庁所在地・政

令指定都市以外令指定都市以外令指定都市以外令指定都市以外

うちＩＣ併設・近接うちＩＣ併設・近接うちＩＣ併設・近接うちＩＣ併設・近接 うち４方向展開うち４方向展開うち４方向展開うち４方向展開

北海道・東北

北海道・青森県・岩手県・宮城

県・秋田県・山形県・福島県

２３ ２３ １９

２

秋田県・小坂

秋田県・大内

０

関東

東京都・神奈川県・埼玉県・千

葉県・茨城県・栃木県・群馬県

６１ ４ ０ ０ ０

北陸・甲信越

山梨県・長野県・新潟県・富山

県・石川県・福井県

１３ １３ １２

２

長野県・更埴

石川県・徳田大津

０

東海

愛知県・静岡県・岐阜県・三重

県

３４ ８ ４ ０ ０

関西

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀

県

５２ ０ ０ ０ ０

中国

岡山県・広島県・鳥取県・島根

県・山口県

２２ ２２ １４

６

広島県・大竹

広島県・三次東

広島県・高屋

鳥取県・米子

島根県・浜田

山口県・美祢東

０

四国 香川県・愛媛県 ５ ５ ４

１

愛媛県・いよ小松

０

九州・沖縄

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本

県・大分県・宮崎県・鹿児島

県・沖縄県

２４ ２４ １１

６

佐賀県・鳥栖

佐賀県・武雄

長崎県・長崎バイパス

熊本県・八代

宮崎県・延岡市

鹿児島県・加治木

１１１１

佐賀県・鳥栖佐賀県・鳥栖佐賀県・鳥栖佐賀県・鳥栖

合計 － ２３４ ９９ ６４ １７ １１１１

■ 日本全国の高速道路（都市高速道路含む。）のジャンクションのうち、地方創生の趣旨に鑑み、三大都市圏や県庁所在地・政

令指定都市といった都市部に位置するものを除いた上で、インターチェンジが併設又は近接（概ね１キロ以内）インターチェンジが併設又は近接（概ね１キロ以内）インターチェンジが併設又は近接（概ね１キロ以内）インターチェンジが併設又は近接（概ね１キロ以内）しているものは、

鳥栖ジャンクションを含め１７箇所１７箇所１７箇所１７箇所となっている（概ね１．５キロ以内のものも含めると２５箇所）。

■ そのうち、経済波及効果が最も高いと見込まれる「４方向への展開」が可能経済波及効果が最も高いと見込まれる「４方向への展開」が可能経済波及効果が最も高いと見込まれる「４方向への展開」が可能経済波及効果が最も高いと見込まれる「４方向への展開」が可能となっているものは鳥栖ジャンクションのみ鳥栖ジャンクションのみ鳥栖ジャンクションのみ鳥栖ジャンクションのみ。



平成２７年６月５日に提案した規制緩和項目メニュー
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規制緩和項目 概 要該当法令等

農振除外手続き農振除外手続き農振除外手続き農振除外手続き

の弾力化の運用の弾力化の運用の弾力化の運用の弾力化の運用

①農振除外手続きについて、土地の高度利用を進める観点①農振除外手続きについて、土地の高度利用を進める観点①農振除外手続きについて、土地の高度利用を進める観点①農振除外手続きについて、土地の高度利用を進める観点

から、鳥栖ジャンクションにから、鳥栖ジャンクションにから、鳥栖ジャンクションにから、鳥栖ジャンクションに近接近接近接近接する鳥栖インターチェンする鳥栖インターチェンする鳥栖インターチェンする鳥栖インターチェン

ジ（ジ（ジ（ジ（ICICICIC）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指

定された場所に限り、基準（５要件）の適用を免除定された場所に限り、基準（５要件）の適用を免除定された場所に限り、基準（５要件）の適用を免除定された場所に限り、基準（５要件）の適用を免除

農業振興地域農業振興地域農業振興地域農業振興地域のののの

整備に関する法整備に関する法整備に関する法整備に関する法

律第律第律第律第13131313条第条第条第条第2222項項項項

甲種、甲種、甲種、甲種、1111種、種、種、種、2222種種種種

農地等分類基準農地等分類基準農地等分類基準農地等分類基準

の弾力的な運用の弾力的な運用の弾力的な運用の弾力的な運用

鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェンジ

（（（（ICICICIC）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指定）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指定）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指定）から概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指定

された場所された場所された場所された場所の農地の分類基準を緩和して、原則として農地の農地の分類基準を緩和して、原則として農地の農地の分類基準を緩和して、原則として農地の農地の分類基準を緩和して、原則として農地

転用が可能とされる「転用が可能とされる「転用が可能とされる「転用が可能とされる「3333種農地」の扱いとする種農地」の扱いとする種農地」の扱いとする種農地」の扱いとする

農地法第５条農地法第５条農地法第５条農地法第５条

目指す姿

� 鳥栖ジャンク鳥栖ジャンク鳥栖ジャンク鳥栖ジャンク

ション地域でション地域でション地域でション地域で

の企業需要にの企業需要にの企業需要にの企業需要に

即応できる産即応できる産即応できる産即応できる産

業の展開業の展開業の展開業の展開

� 国内外からヒ国内外からヒ国内外からヒ国内外からヒ

ト・モノ・カト・モノ・カト・モノ・カト・モノ・カ

ネ・情報を集ネ・情報を集ネ・情報を集ネ・情報を集

約し、九州は約し、九州は約し、九州は約し、九州は

もとより日本もとより日本もとより日本もとより日本

各地での経済各地での経済各地での経済各地での経済

活動を活性化活動を活性化活動を活性化活動を活性化

都市計都市計都市計都市計画法にお画法にお画法にお画法にお

ける、先に廃止ける、先に廃止ける、先に廃止ける、先に廃止

された大規模開された大規模開された大規模開された大規模開

発許可基準と同発許可基準と同発許可基準と同発許可基準と同

等の基準緩和等等の基準緩和等等の基準緩和等等の基準緩和等

企業の進出意欲に対応するため企業の進出意欲に対応するため企業の進出意欲に対応するため企業の進出意欲に対応するため、鳥栖ジャンクションに近、鳥栖ジャンクションに近、鳥栖ジャンクションに近、鳥栖ジャンクションに近

接する鳥栖インターチェンジ（接する鳥栖インターチェンジ（接する鳥栖インターチェンジ（接する鳥栖インターチェンジ（ICICICIC）から概ね４㎞以内の地）から概ね４㎞以内の地）から概ね４㎞以内の地）から概ね４㎞以内の地

域であって、区域計画で指定された場所に域であって、区域計画で指定された場所に域であって、区域計画で指定された場所に域であって、区域計画で指定された場所に限り、市街化調限り、市街化調限り、市街化調限り、市街化調

整区域の大規模開発をより迅速に実現すべく、先に廃止さ整区域の大規模開発をより迅速に実現すべく、先に廃止さ整区域の大規模開発をより迅速に実現すべく、先に廃止さ整区域の大規模開発をより迅速に実現すべく、先に廃止さ

れた大規模開発基準（都市計画法第れた大規模開発基準（都市計画法第れた大規模開発基準（都市計画法第れた大規模開発基準（都市計画法第34343434条第条第条第条第10101010号イ）を適用号イ）を適用号イ）を適用号イ）を適用

し、あわせて、市街化調整区域の大規模開発を用途制限付し、あわせて、市街化調整区域の大規模開発を用途制限付し、あわせて、市街化調整区域の大規模開発を用途制限付し、あわせて、市街化調整区域の大規模開発を用途制限付

きで許可することを認めるきで許可することを認めるきで許可することを認めるきで許可することを認める

①旧都市計画法①旧都市計画法①旧都市計画法①旧都市計画法

第第第第34343434条条条条10101010号イ号イ号イ号イ

②都市計画法第②都市計画法第②都市計画法第②都市計画法第

13131313条第条第条第条第1111項第項第項第項第7777号号号号

経済的経済的経済的経済的に一体性に一体性に一体性に一体性

のある県境を挟のある県境を挟のある県境を挟のある県境を挟

んだ都市計画のんだ都市計画のんだ都市計画のんだ都市計画の

連携連携連携連携

市の中心市街地からは離れているものの、県境を挟んだ隣接市の中心市街地からは離れているものの、県境を挟んだ隣接市の中心市街地からは離れているものの、県境を挟んだ隣接市の中心市街地からは離れているものの、県境を挟んだ隣接

自治体の市街地と接する地域については、連続性を勘案しつつ自治体の市街地と接する地域については、連続性を勘案しつつ自治体の市街地と接する地域については、連続性を勘案しつつ自治体の市街地と接する地域については、連続性を勘案しつつ

地域の実情に合った市街地形成を促し、県外隣接自治体の都地域の実情に合った市街地形成を促し、県外隣接自治体の都地域の実情に合った市街地形成を促し、県外隣接自治体の都地域の実情に合った市街地形成を促し、県外隣接自治体の都

市計画との連携をより一層図るため、市街地編入の条件である市計画との連携をより一層図るため、市街地編入の条件である市計画との連携をより一層図るため、市街地編入の条件である市計画との連携をより一層図るため、市街地編入の条件である

「既成市街地に連続」という規定の適用を免除する「既成市街地に連続」という規定の適用を免除する「既成市街地に連続」という規定の適用を免除する「既成市街地に連続」という規定の適用を免除する

都市計画法第都市計画法第都市計画法第都市計画法第13131313

条第条第条第条第1111項第項第項第項第2222号、号、号、号、

同法施行令第同法施行令第同法施行令第同法施行令第8888条条条条

第１項第第１項第第１項第第１項第1111号号号号

農業へ農業へ農業へ農業への中小企の中小企の中小企の中小企

業信用保証制度業信用保証制度業信用保証制度業信用保証制度

の適用の適用の適用の適用

中小企業信用保証制度の対象を農林分野に拡大し、農業生中小企業信用保証制度の対象を農林分野に拡大し、農業生中小企業信用保証制度の対象を農林分野に拡大し、農業生中小企業信用保証制度の対象を農林分野に拡大し、農業生

産法人等が活用できるようにする産法人等が活用できるようにする産法人等が活用できるようにする産法人等が活用できるようにする

中小中小中小中小企業信用保企業信用保企業信用保企業信用保

険法第２条険法第２条険法第２条険法第２条



平成２７年６月５日に提案した農業振興施策
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項 目 名 概 要

青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金

の年齢要件の年齢要件の年齢要件の年齢要件緩和緩和緩和緩和

青年就農給付金の年齢を緩和（原則４５歳未満青年就農給付金の年齢を緩和（原則４５歳未満青年就農給付金の年齢を緩和（原則４５歳未満青年就農給付金の年齢を緩和（原則４５歳未満⇒⇒⇒⇒５５歳未満）すること５５歳未満）すること５５歳未満）すること５５歳未満）すること

で、新規就農者等の増加と共に農業経営基盤の強化をで、新規就農者等の増加と共に農業経営基盤の強化をで、新規就農者等の増加と共に農業経営基盤の強化をで、新規就農者等の増加と共に農業経営基盤の強化を図る図る図る図る

新規就農者・後継新規就農者・後継新規就農者・後継新規就農者・後継

者の育成・確保へ者の育成・確保へ者の育成・確保へ者の育成・確保へ

の支援の支援の支援の支援

就農相談・研修センター等を設置することにより、高収益型園芸農家就農相談・研修センター等を設置することにより、高収益型園芸農家就農相談・研修センター等を設置することにより、高収益型園芸農家就農相談・研修センター等を設置することにより、高収益型園芸農家

の育成など、就農者へのスキルアップ、アフターフォローが可能となり、の育成など、就農者へのスキルアップ、アフターフォローが可能となり、の育成など、就農者へのスキルアップ、アフターフォローが可能となり、の育成など、就農者へのスキルアップ、アフターフォローが可能となり、

職業として選択できる農業の確立を職業として選択できる農業の確立を職業として選択できる農業の確立を職業として選択できる農業の確立を図る図る図る図る

経営農地集約化経営農地集約化経営農地集約化経営農地集約化

への支援への支援への支援への支援

農用地利用集積計画、農地中間管理事業等を活用し、特定地域にお農用地利用集積計画、農地中間管理事業等を活用し、特定地域にお農用地利用集積計画、農地中間管理事業等を活用し、特定地域にお農用地利用集積計画、農地中間管理事業等を活用し、特定地域にお

ける圃場を「担い手」に集約化し、耕作の効率化をける圃場を「担い手」に集約化し、耕作の効率化をける圃場を「担い手」に集約化し、耕作の効率化をける圃場を「担い手」に集約化し、耕作の効率化を図る図る図る図る

高収益型園芸産高収益型園芸産高収益型園芸産高収益型園芸産

地育成への支援地育成への支援地育成への支援地育成への支援

施設園芸など大規模野菜生産経営の確立を図り、企業型農業経営施設園芸など大規模野菜生産経営の確立を図り、企業型農業経営施設園芸など大規模野菜生産経営の確立を図り、企業型農業経営施設園芸など大規模野菜生産経営の確立を図り、企業型農業経営

（雇用型経営）を推進する。労働力の確保を促進し、経営の安定化、所（雇用型経営）を推進する。労働力の確保を促進し、経営の安定化、所（雇用型経営）を推進する。労働力の確保を促進し、経営の安定化、所（雇用型経営）を推進する。労働力の確保を促進し、経営の安定化、所

得の増大を得の増大を得の増大を得の増大を図る図る図る図る

交通の利便性を活交通の利便性を活交通の利便性を活交通の利便性を活

かした競争力あるかした競争力あるかした競争力あるかした競争力ある

産地の育成産地の育成産地の育成産地の育成

全国市場に向けた交通の利便性を活かし、出荷体制等の充実を促進全国市場に向けた交通の利便性を活かし、出荷体制等の充実を促進全国市場に向けた交通の利便性を活かし、出荷体制等の充実を促進全国市場に向けた交通の利便性を活かし、出荷体制等の充実を促進

する。物流会社と提携し、調製・パッキングセンター等を整備し、競争する。物流会社と提携し、調製・パッキングセンター等を整備し、競争する。物流会社と提携し、調製・パッキングセンター等を整備し、競争する。物流会社と提携し、調製・パッキングセンター等を整備し、競争

力ある産地の育成を力ある産地の育成を力ある産地の育成を力ある産地の育成を図る図る図る図る

特区の取組による企業進出で得られた収入等を活かし、基金等の財政的仕組みを通じ、農業支援策の受け皿を準備

参入参入参入参入

・面的拡大・面的拡大・面的拡大・面的拡大

・競争力・競争力・競争力・競争力ある産地ある産地ある産地ある産地

の育成の育成の育成の育成

・収益性・収益性・収益性・収益性の高いの高いの高いの高い

農業農業農業農業経営の確立経営の確立経営の確立経営の確立

出口戦略出口戦略出口戦略出口戦略

農業分野の雇用確保・農業分野の雇用確保・農業分野の雇用確保・農業分野の雇用確保・

所得拡大の好循環所得拡大の好循環所得拡大の好循環所得拡大の好循環

「一生涯働けるまち」「一生涯働けるまち」「一生涯働けるまち」「一生涯働けるまち」

モデルの創出モデルの創出モデルの創出モデルの創出



今回追加提案する規制緩和項目メニュー（産業面）
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規制緩和項目

公共事業完了８公共事業完了８公共事業完了８公共事業完了８

年未満の農地を年未満の農地を年未満の農地を年未満の農地を

転用した場合の転用した場合の転用した場合の転用した場合の

返還義務の負担返還義務の負担返還義務の負担返還義務の負担

緩和緩和緩和緩和

鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン

ジから概ね４キロ以内の地域であって、区域計画でジから概ね４キロ以内の地域であって、区域計画でジから概ね４キロ以内の地域であって、区域計画でジから概ね４キロ以内の地域であって、区域計画で

指定された場所により農振除外、農地転用が認めら指定された場所により農振除外、農地転用が認めら指定された場所により農振除外、農地転用が認めら指定された場所により農振除外、農地転用が認めら

れ、公共事業完了８年未満の農地を転用れ、公共事業完了８年未満の農地を転用れ、公共事業完了８年未満の農地を転用れ、公共事業完了８年未満の農地を転用((((農産加工農産加工農産加工農産加工

関連施設等関連施設等関連施設等関連施設等))))した場合における補助金の返還義務負した場合における補助金の返還義務負した場合における補助金の返還義務負した場合における補助金の返還義務負

担を緩和する担を緩和する担を緩和する担を緩和する

概 要該当法令等

補助金等に係る補助金等に係る補助金等に係る補助金等に係る

予算の執行の適予算の執行の適予算の執行の適予算の執行の適

正化に関する正化に関する正化に関する正化に関する法法法法

律律律律

農業基盤整備促農業基盤整備促農業基盤整備促農業基盤整備促

進事業実施要項進事業実施要項進事業実施要項進事業実施要項

目指す姿目指す姿

� 鳥栖ジャンク

ション地域で

の企業需要

に即応できる

産業の展開

� 国内外からヒ

ト・モノ・カネ・

情報を集約し、

九州はもとよ

り日本各地で

の経済活動

を活性化

設備投資を行っ設備投資を行っ設備投資を行っ設備投資を行っ

た企業に対するた企業に対するた企業に対するた企業に対する

法人税（国税）法人税（国税）法人税（国税）法人税（国税）

の軽減の軽減の軽減の軽減

鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン鳥栖ジャンクションに近接する鳥栖インターチェン

ジから概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指ジから概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指ジから概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指ジから概ね４㎞以内の地域であって、区域計画で指

定された場所に新たに進出し、設備投資を行った企定された場所に新たに進出し、設備投資を行った企定された場所に新たに進出し、設備投資を行った企定された場所に新たに進出し、設備投資を行った企

業に対し法人税（国税）を３年間軽減する業に対し法人税（国税）を３年間軽減する業に対し法人税（国税）を３年間軽減する業に対し法人税（国税）を３年間軽減する

法人税法法人税法法人税法法人税法

低開発地域工業低開発地域工業低開発地域工業低開発地域工業

開発地区の課税開発地区の課税開発地区の課税開発地区の課税

免除に対する弾免除に対する弾免除に対する弾免除に対する弾

力化力化力化力化

低開発地域工業開発地区として指定された地区で、低開発地域工業開発地区として指定された地区で、低開発地域工業開発地区として指定された地区で、低開発地域工業開発地区として指定された地区で、

企業立地促進法による大臣の認定を受けた基本計画企業立地促進法による大臣の認定を受けた基本計画企業立地促進法による大臣の認定を受けた基本計画企業立地促進法による大臣の認定を受けた基本計画

事業の用に供する設備を新設・増設した者について、事業の用に供する設備を新設・増設した者について、事業の用に供する設備を新設・増設した者について、事業の用に供する設備を新設・増設した者について、

その事業に係る固定資産税の課税免除をした場合のその事業に係る固定資産税の課税免除をした場合のその事業に係る固定資産税の課税免除をした場合のその事業に係る固定資産税の課税免除をした場合の

基準財政収入額からの控除を、鳥栖ジャンクション基準財政収入額からの控除を、鳥栖ジャンクション基準財政収入額からの控除を、鳥栖ジャンクション基準財政収入額からの控除を、鳥栖ジャンクション

に近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内に近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内に近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内に近接する鳥栖インターチェンジから概ね４㎞以内

の地域であって、区域計画で指定された場所にの地域であって、区域計画で指定された場所にの地域であって、区域計画で指定された場所にの地域であって、区域計画で指定された場所に限り限り限り限り

認める認める認める認める

低開発地域工業低開発地域工業低開発地域工業低開発地域工業

開発促進法第５開発促進法第５開発促進法第５開発促進法第５

条条条条

租税特別租税特別租税特別租税特別措置法措置法措置法措置法

第１２条及び第第１２条及び第第１２条及び第第１２条及び第

４５条４５条４５条４５条

立地企業の競争力向上に資する強力なインセンティブが付与される

期待される効果



今回追加提案する規制緩和項目メニュー（農業面）
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規制緩和項目 概 要該当法令等

中中中中小企業への農小企業への農小企業への農小企業への農

業関連融資制度業関連融資制度業関連融資制度業関連融資制度

の適用の適用の適用の適用

①①①①商工商工商工商工業者単独での農業関連事業に対しても業者単独での農業関連事業に対しても業者単独での農業関連事業に対しても業者単独での農業関連事業に対しても

融資を認める。融資を認める。融資を認める。融資を認める。

②②②②融資融資融資融資条件（貸付利率等）を農業者向けと同条件（貸付利率等）を農業者向けと同条件（貸付利率等）を農業者向けと同条件（貸付利率等）を農業者向けと同

等とする。等とする。等とする。等とする。

③③③③農林農林農林農林水産・経済産業大臣による農商工等連水産・経済産業大臣による農商工等連水産・経済産業大臣による農商工等連水産・経済産業大臣による農商工等連

携事業計画の認定を内閣総理大臣による認定携事業計画の認定を内閣総理大臣による認定携事業計画の認定を内閣総理大臣による認定携事業計画の認定を内閣総理大臣による認定

のみに改めることでスピード感をもった多様のみに改めることでスピード感をもった多様のみに改めることでスピード感をもった多様のみに改めることでスピード感をもった多様

な事業展開を促進な事業展開を促進な事業展開を促進な事業展開を促進するするするする

中小企業者と中小企業者と中小企業者と中小企業者と

農林漁業者と農林漁業者と農林漁業者と農林漁業者と

の連携によるの連携によるの連携によるの連携による

事業活動の促事業活動の促事業活動の促事業活動の促

進に関する法進に関する法進に関する法進に関する法

律第４条等律第４条等律第４条等律第４条等

目指す姿目指す姿

� 「一生涯働

けるまちモ

デル」の創

出

� 「攻めの農

業」の環境

整備

農家レストラン農家レストラン農家レストラン農家レストラン

の農用地区域内の農用地区域内の農用地区域内の農用地区域内

設置の容認設置の容認設置の容認設置の容認

農業者が生産する農作物等を調理して提供農業者が生産する農作物等を調理して提供農業者が生産する農作物等を調理して提供農業者が生産する農作物等を調理して提供

する場合に、農家レストランを農用地区域する場合に、農家レストランを農用地区域する場合に、農家レストランを農用地区域する場合に、農家レストランを農用地区域

内に設置することを可能とする。内に設置することを可能とする。内に設置することを可能とする。内に設置することを可能とする。

農業振興地域の農業振興地域の農業振興地域の農業振興地域の

整備に関する法整備に関する法整備に関する法整備に関する法

律第３条第４号律第３条第４号律第３条第４号律第３条第４号

農業等農業等農業等農業等に従事すに従事すに従事すに従事す

るシルバー人材るシルバー人材るシルバー人材るシルバー人材

センターの就業センターの就業センターの就業センターの就業

時間拡大時間拡大時間拡大時間拡大

農業等に従事する場合のシルバー人材セン農業等に従事する場合のシルバー人材セン農業等に従事する場合のシルバー人材セン農業等に従事する場合のシルバー人材セン

ターの就業時間を週２０時間から週４０時ターの就業時間を週２０時間から週４０時ターの就業時間を週２０時間から週４０時ターの就業時間を週２０時間から週４０時

間に拡大間に拡大間に拡大間に拡大するするするする

高齢者高齢者高齢者高齢者等等等等の雇用の雇用の雇用の雇用

の安定法及び職の安定法及び職の安定法及び職の安定法及び職

業安定局通達業安定局通達業安定局通達業安定局通達

(H16.11.4)(H16.11.4)(H16.11.4)(H16.11.4)

農業分野の競争力向上のため、意欲ある多様な担い手が

新たに農業にチャレンジできる環境を整備

期待される効果

「企業「企業「企業「企業の農業生産法人参入要件のの農業生産法人参入要件のの農業生産法人参入要件のの農業生産法人参入要件の緩和」についても、今後関係機関及び関係緩和」についても、今後関係機関及び関係緩和」についても、今後関係機関及び関係緩和」についても、今後関係機関及び関係

自治体と十分調整を図りながら、指定後の区域会議の中で協議検討していく。自治体と十分調整を図りながら、指定後の区域会議の中で協議検討していく。自治体と十分調整を図りながら、指定後の区域会議の中で協議検討していく。自治体と十分調整を図りながら、指定後の区域会議の中で協議検討していく。



◆工業団地（分譲開始年度）

◎轟木工業団地（昭和38年）

◎鳥栖商工団地（昭和53年）

◎鳥栖西部工業団地（昭和63年）

◎鳥栖北部丘陵新都市（平成9年）

◎鳥栖流通業務団地（平成18年）

（グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖）

○鳥栖西部第二工業用地（平成23年）

○新産業集積エリア（平成30年以降を予定）

◆研究機関

◎産業技術総合研究所九州センター

◎県立九州シンクロトロン光研究センター

鳥栖西部第二工業用地鳥栖西部第二工業用地鳥栖西部第二工業用地鳥栖西部第二工業用地

新産業集積新産業集積新産業集積新産業集積エリアエリアエリアエリア用地用地用地用地

19
鳥栖市のこれまでの企業誘致の取り組み

19

■ 市制施行（S29）以降の進出協定件数

１９２社１９２社１９２社１９２社（製造業７２社・流通業１１４社・その他６社）

完売



小郡市のこれまでの企業誘致の取り組み

市・開発公社による開発

民間による開発

東部東部東部東部地区地区地区地区

西部地区西部地区西部地区西部地区

民間による開発中心

民間活力を誘導し

ての鳥栖JCT地域
での産業団地形成

に適合

【【【【立地企業数立地企業数立地企業数立地企業数】】】】

２２社２２社２２社２２社 約４３ｈａ約４３ｈａ約４３ｈａ約４３ｈａ

20
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◆工業団地（分譲開始年度）

◎基山工業団地（昭和42424242年）

◎立野工業団地（昭和62626262年）

◎第２立野工業団地（平成4444年）

◎鳥栖北部丘陵新都市（基山工区）（平成7777年）

◎鳥栖北部丘陵新都市（鳥栖工区）（平成9999年）

◆研究機関

◎九電工研究開発センター

21
基山町のこれまでの企業誘致の取り組み

21

■ 町制施行（S３９）以降の進出協定件数

４１４１４１４１社社社社（製造業３０社・流通業１０社・その他１社）

鳥栖北部丘陵新都市 (鳥栖工区）

鳥栖北部丘陵新都市 (基山工区）

基山工業団地

第２立野工業団地（民間開発）

立野工業団地



鳥栖市へのこれまでの企業の引合い状況と経済効果（推計）
22

製造業

流通業

１８社 約３７ha

２４社 約４０ha

主に自動車部品、食品関連企業など

インターネット販売業、倉庫・賃貸業など

推定雇用者数

推定製造品出荷額等

推定税収見込額

（住民税、法人税、固定資産税）

当該企業が立地していた場合の経済効果（推計：単年度分）

約３，０００人約３，０００人約３，０００人約３，０００人（製造業 １，４００人強、流通業 １，６００人弱）

約４６６億円約４６６億円約４６６億円約４６６億円（製造業）（製造業）（製造業）（製造業）

約１２億円約１２億円約１２億円約１２億円（製造業 ６億円強、流通業 ６億円弱）

企業の引合い状況（過去３年間分）

平成２４年の全製造品出荷額（3337.2億円）の約１４％約１４％約１４％約１４％

平成２６年当初予算市税総額（１２２億円）の約１０％約１０％約１０％約１０％

これまで鳥栖市に進出した企業は中期的に事業展開を行っていることに鑑みると、この経済効果は

１０年・２０年と継続すると考えられることから、機会損失額はこの１０倍、２０倍にもなると推定される。

（鳥栖市産業団地等における過去

の実績をもとに、鳥栖市試算）

推定売上金額 約約約約１９０１９０１９０１９０億円億円億円億円（流通業：企業内取引分を除く）（流通業：企業内取引分を除く）（流通業：企業内取引分を除く）（流通業：企業内取引分を除く）

市制施行（S29)以降の進出協定件数

１９２社１９２社１９２社１９２社（製造業７２社・流通業１１４社・その他６社）

九州でも有数の「内陸⼯業都市」「物流拠点都市」に発展
平成２２年度〜平成２７年度（１０月３０日現在） ２５社が進出



小郡市へのこれまでの企業の引合い状況と経済効果（推計）
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製造業

流通業

５社 約５ha

１６社 約２９ha

主に金属加工、フィルム加工など

倉庫・賃貸業など

推定雇用者数

推定製造品出荷額等

推定税収見込額

（住民税、法人税、固定資産税）

当該企業が立地していた場合の経済効果（推計：単年度分）

約３，６００人約３，６００人約３，６００人約３，６００人（製造業 ３７０人、流通業 ３，２８０人）

約１２約１２約１２約１２５５５５億円億円億円億円（製造業（製造業（製造業（製造業 ２５億円／社）２５億円／社）２５億円／社）２５億円／社）

約約約約４４４４億円億円億円億円（製造業 ４千万円強、流通業 ４億円強）

企業の引合い状況（過去３年間分）

平成２６年当初予算市税総額（６４億円）の約約約約６６６６％％％％

地方消滅が全国的に謳われる中において今後の地域発展を考えた場合、これまで進めてきた住環

境整備とあわせて、交通の地理的優位性を活かした企業誘致を進めていく必要がある。

（小郡市工業団地等における過去

の実績をもとに、小郡市試算）

推定売上金額 約２５約２５約２５約２５６６６６億円億円億円億円（流通業（流通業（流通業（流通業 １６億円／社）１６億円／社）１６億円／社）１６億円／社）

市制施行（S47)以降の進出協定件数

１１１１３３３３社社社社（製造業８社・流通業４社・その他１社）

平成２４年の全製造品出荷額（４７３．５億円）の約２約２約２約２６６６６％％％％

平成２４年の卸売業年間販売額（７３８．７億円）の約３約３約３約３５５５５％％％％



基山町へのこれまでの企業の引き合い状況と経済効果（推計）
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流通業 ６社 約9.4ha 運送業、倉庫・賃貸業など

推定雇用者数

推定税収見込額

（住民税、法人税、固定資産税）

当該企業が立地していた場合の経済効果（推計：単年度分）

約３７０人約３７０人約３７０人約３７０人（流通業 ３７０人弱）

約１億円約１億円約１億円約１億円（流通業 １億円）

企業の引き合い状況（過去３年間分）

平成２６年当初予算町税総額（23.6億円）の約約約約4％％％％

これまで基山町に進出した企業の事業展開の状況を鑑みると、今後も交通の地理的優位性を活か

した企業誘致のさらなる促進することが必要である。

（基山町産業団地等における過去

の実績をもとに、基山町試算）

推定売上金額 約６億円約６億円約６億円約６億円（流通業：企業内取引分を除く）（流通業：企業内取引分を除く）（流通業：企業内取引分を除く）（流通業：企業内取引分を除く）

町制施行（S39)以降の進出協定件数

４１社４１社４１社４１社（製造業３０社・流通業１０社・その他１社）



●●●●九州（沖縄県を除く７県）における青果物の非出荷量の算出（平成２５年度）九州（沖縄県を除く７県）における青果物の非出荷量の算出（平成２５年度）九州（沖縄県を除く７県）における青果物の非出荷量の算出（平成２５年度）九州（沖縄県を除く７県）における青果物の非出荷量の算出（平成２５年度）

収穫量から出荷量及び出荷量の２０％と仮定した入目量（※鳥栖市による聞き取りにより推定）を除く非出荷量は次のとおり。

九州の収穫量： ２，１６９，０４６ｔ…①
〃 出荷量： １，５２２，６１８ｔ…②
〃 入目量： ３０４，５２４ｔ…③＝②×２０％
〃 非出荷量： ３４１，９０４ｔ３４１，９０４ｔ３４１，９０４ｔ３４１，９０４ｔ…①－②－③

●九州における廃棄された青果物の量の算出●九州における廃棄された青果物の量の算出●九州における廃棄された青果物の量の算出●九州における廃棄された青果物の量の算出

非出荷量の内、自家消費と腐敗捨除を合わせて５％程度と仮定すると、規格外として廃棄された青果物の量は次のとおり。

３４１，９０４ｔ×９５％＝３２４，８０９ｔ３２４，８０９ｔ３２４，８０９ｔ３２４，８０９ｔ

※「自家消費」、「腐敗捨除」の割合は営農形態やその規模、青果物の種類等に応じてばらつきがあるが、実情はかなり少ないと見込まれるため５％と仮定する。

●九州における農産物廃棄による損失額の算出●九州における農産物廃棄による損失額の算出●九州における農産物廃棄による損失額の算出●九州における農産物廃棄による損失額の算出

青果物の生産者受取額（平成２３～２５年度の平均）は１００㎏当たり１１，０７８円であるため、規格外として廃棄されている青果物が４７％の額で

取引されたと仮定すると、規格外農産品の廃棄による年間損失額は次のとおり。

３２４，８０９，０００㎏÷１００×１１，０７８円×４７％＝１６，９１１，７００，２７９円１６，９１１，７００，２７９円１６，９１１，７００，２７９円１６，９１１，７００，２７９円

※アスパラガスは、正規品が１，０７０円／kgに対し，二級品は５００円／kg（４７％）で取引されていることを踏まえ鳥栖市推定。

●上記規格外品をカット野菜原料として鳥栖地域で加工した場合のカット野菜販売市場規模推計●上記規格外品をカット野菜原料として鳥栖地域で加工した場合のカット野菜販売市場規模推計●上記規格外品をカット野菜原料として鳥栖地域で加工した場合のカット野菜販売市場規模推計●上記規格外品をカット野菜原料として鳥栖地域で加工した場合のカット野菜販売市場規模推計（参考：（独）農畜産業振興機構「平成２４年度カット野菜需要構造実態調査」）

１７０億円×３．２＝約５３８億円約５３８億円約５３８億円約５３８億円

国家戦略特区の九州全体への波及効果 （九州の規格外農産品の活用）
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■ 鳥栖ジャンクションを利用することで九州のどの場所からも短時間でのアクセスが容易な本地域の拠点性を活かし、九州全

体の農業の発展を図る方策の例として、市場に出回らずに廃棄される規格外農産品（青果物）の活用が考えられる。

■ 具体的には、市場に出回らずに廃棄される九州中の規格外農産品（青果物）を本地域に集めてカット野菜として加工し、カッ

ト野菜市場に展開していく可能性について試算を行ったところ、約５３８億円の市場規模約５３８億円の市場規模約５３８億円の市場規模約５３８億円の市場規模があると推計できた。

■ 地方創生特区制度地方創生特区制度地方創生特区制度地方創生特区制度により、交通の要衝である本地域の拠点性を活かし、九州の規格外農産品の加工・流通・販売につなげ

ることができれば、本地域本地域本地域本地域にとどまらない九州全体への経済波及効果が期待にとどまらない九州全体への経済波及効果が期待にとどまらない九州全体への経済波及効果が期待にとどまらない九州全体への経済波及効果が期待される。

規格外農産品（青果物）の廃棄による損失額及びカット野菜として加工した場合の市場規模推計
（出展：農林水産省統計資料等）



名 称 所在地 蔵置貨物の種類

(株)マルハニチロ物流・北野 福岡県久留米市北野町1705番地1 輸入冷凍冷蔵貨物

東洋水産(株)・佐賀冷蔵庫 佐賀県三養基郡基山町大字長野285番地1 一般輸入貨物及び輸出入冷凍冷蔵貨物

鳥栖倉庫(株)・商工団地 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4番地3 輸出入一般貨物

鳥栖倉庫(株)・田代 佐賀県鳥栖市永吉町字長の原521番地1 一般輸出入貨物

鳥栖倉庫(株)・商工団地冷蔵倉庫 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4番地3 輸出冷蔵貨物

鳥栖倉庫(株)・藤木 佐賀県鳥栖市藤木町2445番地 一般輸出入貨物及び輸出冷蔵貨物(危険貨物)

(株)ロジスティクス・ネットワーク・鳥栖物流センター佐賀県鳥栖市酒井西町字榎町669番地8 輸出入冷凍冷蔵貨物

日本通運(株)・久留米支店鳥栖営業支店 佐賀県鳥栖市藤木町字鐘突1592番地2 一般輸出入貨物

三角海運(株)・鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市西新町字所熊1428番地160 一般輸出入貨物

三角海運(株)・鳥栖営業所第二 佐賀県三養基郡みやき町大字蓑原字植松5406番地 一般輸出入貨物

横浜冷凍(株)・鳥栖物流センター 佐賀県鳥栖市水屋町1934番地1 一般輸出入貨物及び輸出入冷凍冷蔵貨物

三菱倉庫(株)・鳥栖配送センター 佐賀県三養基郡基山町大字園部3177番地7 一般輸出入貨物(輸入冷蔵貨物を含む。)

(株)マルハニチロ物流・鳥栖 佐賀県鳥栖市姫方町１６２６番地 輸出入冷凍・冷蔵貨物

横浜冷凍(株)・鳥栖第二物流センター 佐賀県鳥栖市姫方町字牟田１６５３番地 一般輸出入貨物及び輸出入冷凍冷蔵貨物

鳥栖ジャンクション地域の保税蔵置場や農産品等の流通・加工を行う企業
26

＜農作物＜農作物＜農作物＜農作物、穀物の保管・流通業務を、穀物の保管・流通業務を、穀物の保管・流通業務を、穀物の保管・流通業務を行う鳥栖市内企業行う鳥栖市内企業行う鳥栖市内企業行う鳥栖市内企業 （蔵置許可なし）（蔵置許可なし）（蔵置許可なし）（蔵置許可なし）＞＞＞＞

①㈱福岡ソノリク（鳥栖市姫方町1660番地：野菜等）

②全農物流㈱（鳥栖市真木町1661-1：米麦・大豆・農産物）

③㈱森光商店（鳥栖市藤木町9-7：米麦、農産物）

④㈱神明（鳥栖市藤木町6-8：米穀等）

⑤㈱福糧（鳥栖市立石町12-102：米穀）

⑥ＩＥＣ（鳥栖市曽根崎町1412-1：青果物等）

＜野菜＜野菜＜野菜＜野菜の加工・カット工場等を行っての加工・カット工場等を行っての加工・カット工場等を行っての加工・カット工場等を行っている鳥栖市内企業＞いる鳥栖市内企業＞いる鳥栖市内企業＞いる鳥栖市内企業＞

①㈱サラダクラブ（鳥栖市田代外町701）・・キユーピー関連

②㈱トスデリカ（鳥栖市田代外町701）・・キユーピー関連

③㈱ＧＦＦ（鳥栖市姫方町1626）・・ゼンショー関連（すき家）

④㈱ポオトデリカトオカツ（鳥栖市酒井西町638-4）・・ファミリ―マート関連

＜参考＞＜参考＞＜参考＞＜参考＞

■ 保税蔵置場（外国貨物を置くことができる場所として、税関長が許可した場所。外国貨物を積卸し、又は蔵置（原則2年、延長

可能）することができ、その間は関税などの税金はかからない）は、取引の円滑化と中継貿易の発展を図るために設置。

■ 国内有数の内陸港である鳥栖地区（長崎税関三池税関支署久留米出張所管轄）の保税蔵置場２５箇所（平成２７年３月１日現在）のう

ち、本地域本地域本地域本地域には１２カ所には１２カ所には１２カ所には１２カ所（網掛けの記載）（網掛けの記載）（網掛けの記載）（網掛けの記載）が展開（そのうち農産品を扱うところ農産品を扱うところ農産品を扱うところ農産品を扱うところは４カ所は４カ所は４カ所は４カ所（赤字の記載）（赤字の記載）（赤字の記載）（赤字の記載））しており、内陸港と内陸港と内陸港と内陸港としてしてしてして

高い国際高い国際高い国際高い国際拠点性拠点性拠点性拠点性を有している。

■ その他にも、農作物、穀物の保管・流通業務や野菜の加工・カット工場等を運営して農作物、穀物の保管・流通業務や野菜の加工・カット工場等を運営して農作物、穀物の保管・流通業務や野菜の加工・カット工場等を運営して農作物、穀物の保管・流通業務や野菜の加工・カット工場等を運営している企業も市内に多数立地いる企業も市内に多数立地いる企業も市内に多数立地いる企業も市内に多数立地している。



国家戦略特区を活用した「九州ブランディング拠点」創生を目指して（集積産業例）
27

■ 本地域においては、国家戦略特区制度を通じ、鳥栖ジャンクションや豊富な労働力人口という地域の特色ある資源を一層活

かすことができれば、産業誘致型、産業開発型の地域経済発展産業誘致型、産業開発型の地域経済発展産業誘致型、産業開発型の地域経済発展産業誘致型、産業開発型の地域経済発展が見込まれる。

■ 具体的には、 物流・流通関連産業をはじめ、医療医薬品等健康関連産業、食品関連産業、農林水産関連産業、バイオテクノ

ロジー関連産業、自動車関連産業、ＩＣＴ関連産業など、「「「「集積性と拡散性」のある幅広い集積性と拡散性」のある幅広い集積性と拡散性」のある幅広い集積性と拡散性」のある幅広い業種の展開や産業のサービス化業種の展開や産業のサービス化業種の展開や産業のサービス化業種の展開や産業のサービス化を促

すことにより、付加価値の創出や競争力向上につながり、東京一極集中に対抗する拠点として、国際性も兼ね備えた「九州ブラ「九州ブラ「九州ブラ「九州ブラ

ンディング拠点」の創生ンディング拠点」の創生ンディング拠点」の創生ンディング拠点」の創生が可能となる。

地域が活きる６モデル地域が活きる６モデル地域が活きる６モデル地域が活きる６モデル（出典：「地方消滅（出典：「地方消滅（出典：「地方消滅（出典：「地方消滅 東京一極集中が招く人口急減（増田寛也編著））東京一極集中が招く人口急減（増田寛也編著））東京一極集中が招く人口急減（増田寛也編著））東京一極集中が招く人口急減（増田寛也編著））

①①①① 産業誘致型産業誘致型産業誘致型産業誘致型 工場や大規模商業施設等を誘致することで、財政基盤を安定させ、住環境整備を進め、人口流入を実現する

②②②② ベッドタウン型ベッドタウン型ベッドタウン型ベッドタウン型 大都市等に近接していることを活かし、住環境整備を重点的に進め、定住人口を増加させる

③③③③ 学園都市型学園都市型学園都市型学園都市型 大学や研究機関を集積させることにより、若年人口の継続的な流入を実現し、ローカル経済を持続させる

④④④④ コンパクトシティ型コンパクトシティ型コンパクトシティ型コンパクトシティ型 従来のまちの機能を中心地に集約することで、ローカル経済圏としての効率化を目指す

⑤⑤⑤⑤ 公共財主導型公共財主導型公共財主導型公共財主導型 国家プロジェクト規模の大規模施設の立地を契機とし、地域のあり方を作り変え、財政基盤を安定させ、人口減を防ぐ

⑥⑥⑥⑥ 産業開発型産業開発型産業開発型産業開発型 地域の特徴ある資源を活かした産業振興を実現し、雇用の拡大や住民の定着を実現

鳥

栖

市

小

郡

市

自動車自動車自動車自動車関連産業関連産業関連産業関連産業

農林水産農林水産農林水産農林水産関連関連関連関連

産業産業産業産業
食品食品食品食品関連産業関連産業関連産業関連産業

医療医薬品等医療医薬品等医療医薬品等医療医薬品等

健康関連産業健康関連産業健康関連産業健康関連産業

ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ関連産業関連産業関連産業関連産業

物流・流通物流・流通物流・流通物流・流通関連関連関連関連

産業産業産業産業

九州ブランディング拠点創生九州ブランディング拠点創生九州ブランディング拠点創生九州ブランディング拠点創生

（産業分野は企業立地促進法に基づく基本計画（鳥栖基山、福岡県）より抜粋）

バイオテクノロバイオテクノロバイオテクノロバイオテクノロ

ジージージージー関連産業関連産業関連産業関連産業

基山町



鳥栖市・小郡市・基山町の特長（筑後川中流域圏都市計画図）

28

■鳥栖市・小郡市・

基山町は、福岡市

から久留米市まで

の連続した経済圏

に位置する

鳥栖市・小郡市・基山町周辺を拡大鳥栖市・小郡市・基山町周辺を拡大鳥栖市・小郡市・基山町周辺を拡大鳥栖市・小郡市・基山町周辺を拡大

鳥栖市鳥栖市鳥栖市鳥栖市

小郡小郡小郡小郡市市市市

みやき町

基山町基山町基山町基山町



１１１１．国土の利用に関する基本．国土の利用に関する基本．国土の利用に関する基本．国土の利用に関する基本構想（抜粋）構想（抜粋）構想（抜粋）構想（抜粋）

（（（（２）地域類型別の国土利用の基本２）地域類型別の国土利用の基本２）地域類型別の国土利用の基本２）地域類型別の国土利用の基本方向方向方向方向

ア 都市

（前略）さらに、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、拠点性拠点性拠点性拠点性を有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互のを有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互のを有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互のを有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互の機機機機

能分担能分担能分担能分担や対流を促進や対流を促進や対流を促進や対流を促進することすることすることすることを通じ、効率的な土地利用を図る。を通じ、効率的な土地利用を図る。を通じ、効率的な土地利用を図る。を通じ、効率的な土地利用を図る。（中略）

（３）利用区分別の国土利用の基本方向（３）利用区分別の国土利用の基本方向（３）利用区分別の国土利用の基本方向（３）利用区分別の国土利用の基本方向

キ 工業工業工業工業用地については、グローバル化や情報化の進展等にともなう工場の用地については、グローバル化や情報化の進展等にともなう工場の用地については、グローバル化や情報化の進展等にともなう工場の用地については、グローバル化や情報化の進展等にともなう工場の立地動向立地動向立地動向立地動向、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業活性活性活性活性

化化化化の動向等を踏まえの動向等を踏まえの動向等を踏まえの動向等を踏まえ、環境、環境、環境、環境の保全等に配慮しつつ、必要な用地の確保を図るの保全等に配慮しつつ、必要な用地の確保を図るの保全等に配慮しつつ、必要な用地の確保を図るの保全等に配慮しつつ、必要な用地の確保を図る。。。。また、工場移転や業種転換等にともなって生ずる工場跡地

については、土壌汚染調査や対策を講じるとともに、良好な都市環境の整備等のため、有効利用を図る。さらに、工場内の緑地、水域や

ビオトープなどが希少な植物や水生生物等の生育・生息環境となっている場合もあるため、その保全に配慮するとともに、企業等による

自主的な取組を促進させる仕組みを検討する。

３．２（国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）３．２（国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）３．２（国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）３．２（国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）にににに掲げる事項を達成するために必要な措置の掲げる事項を達成するために必要な措置の掲げる事項を達成するために必要な措置の掲げる事項を達成するために必要な措置の概要概要概要概要

（（（（６）土地利用転換の６）土地利用転換の６）土地利用転換の６）土地利用転換の適正化適正化適正化適正化

イ大規模な土地利用の転換については、その影響が大規模な土地利用の転換については、その影響が大規模な土地利用の転換については、その影響が大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため広範に及ぶため広範に及ぶため広範に及ぶため、周辺、周辺、周辺、周辺地域も地域も地域も地域も含めて事前に十分な調査を行い含めて事前に十分な調査を行い含めて事前に十分な調査を行い含めて事前に十分な調査を行い、国土、国土、国土、国土のののの保全、安全保全、安全保全、安全保全、安全

性性性性の確保、環境の確保、環境の確保、環境の確保、環境の保全の保全の保全の保全等に配慮しつつ、適正な土地等に配慮しつつ、適正な土地等に配慮しつつ、適正な土地等に配慮しつつ、適正な土地利用を利用を利用を利用を図る。また、地域住民の図る。また、地域住民の図る。また、地域住民の図る。また、地域住民の意向等地域意向等地域意向等地域意向等地域の実情を踏まえた適切の実情を踏まえた適切の実情を踏まえた適切の実情を踏まえた適切な土地利用を図な土地利用を図な土地利用を図な土地利用を図

る。また、地域住民の意向等地域の状況を踏まえるとともに、市町村る。また、地域住民の意向等地域の状況を踏まえるとともに、市町村る。また、地域住民の意向等地域の状況を踏まえるとともに、市町村る。また、地域住民の意向等地域の状況を踏まえるとともに、市町村の基本構想の基本構想の基本構想の基本構想などのなどのなどのなどの地域づくりの総合的な計画、公共用地域づくりの総合的な計画、公共用地域づくりの総合的な計画、公共用地域づくりの総合的な計画、公共用施設の整備施設の整備施設の整備施設の整備

や公共や公共や公共や公共サービスの供給サービスの供給サービスの供給サービスの供給計画等計画等計画等計画等との整合を図るとの整合を図るとの整合を図るとの整合を図る。。。。

ウ農地等の農林業的土地利用と宅地等の都市的土地利用が無秩序に混在する地域または混在が予測される地域においては、必要な土

地利用のまとまりを確保することなどにより、農地や宅地等相互の土地利用の調和を図る。

国土利用計画（平成２７年８月１４日閣議決定）と鳥栖市・小郡市・基山町の関連性 29

■ 政府の国土利用計画においては、本地域本地域本地域本地域のような「拠点性の高まりのような「拠点性の高まりのような「拠点性の高まりのような「拠点性の高まりののののある」地域における土地利用（工業用地）ある」地域における土地利用（工業用地）ある」地域における土地利用（工業用地）ある」地域における土地利用（工業用地）について、地

域産業活性化の動向等を踏まえ、「必要な用地の確保を図る」と積極的な位置づけ「必要な用地の確保を図る」と積極的な位置づけ「必要な用地の確保を図る」と積極的な位置づけ「必要な用地の確保を図る」と積極的な位置づけがなされるとともに、大規模な土地利用の転大規模な土地利用の転大規模な土地利用の転大規模な土地利用の転

換換換換についても、環境の保全等に配慮しつつ、地域づくりの総合的な計画等との整合を図るとし、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりのビジョンをのビジョンをのビジョンをのビジョンを明確にした明確にした明確にした明確にした

上で上で上で上でのののの適正な土地利用の適正な土地利用の適正な土地利用の適正な土地利用の確保確保確保確保をををを図る図る図る図るとしている。

（出展：国土利用計画（平成２７年８月１４日閣議決定））



国家戦略特区を利用した産業団地等造成の手続き（メリットの整理）
30

構想

行政手続き

用地買収・建屋等造成

構想

構想・特区

による事前

行政手続き

用地買収・建屋等造成

構想

行政手続き

用地買収・建屋等造成

構想

行政手続き

（都市計画変更、農振除

外・農地転用等）

用地買収・建屋等造成

構想 用地買収・建屋等造成

構想 用地買収・建屋等造成

構想

行政手続き

（都市計画変更、農振除

外・農地転用等）

構想 用地購入・建屋等造成

構想 用地購入・建屋等造成

構想 用地購入・建屋等造成

用地買収・

産業団地造成

＜行政＞＜行政＞＜行政＞＜行政＞

＜行政＞＜行政＞＜行政＞＜行政＞

＜民間活力＞＜民間活力＞＜民間活力＞＜民間活力＞

＜民間活力＞＜民間活力＞＜民間活力＞＜民間活力＞

＜民間活力＞＜民間活力＞＜民間活力＞＜民間活力＞

行

政

主

体

の

大

規

模

産

業

団

地

造

成

（

従

来

型

）

民

間

主

体

の

個

別

開

発

（

従

来

型

）

特

区

を

利

用

し

て

行

政

と

民

間

活

力

が

連

携

し

た

大

規

模

開

発

時

間

：

中

リ

ス

ク

：

中

時

間

：

長

リ

ス

ク

：

大

時

間

：

短

リ

ス

ク

：

小

民間活力を活用しつつ、民間活力を活用しつつ、民間活力を活用しつつ、民間活力を活用しつつ、

行政による計画的かつ行政による計画的かつ行政による計画的かつ行政による計画的かつ

迅速な開発誘導が可能迅速な開発誘導が可能迅速な開発誘導が可能迅速な開発誘導が可能



現行農業振興地域制度（農振制度）と農地転用許可制度
31

青地

白地



現行農地法上の農地区分と転用許可方針

概ね概ね概ね概ね300ｍｍｍｍ以内以内以内以内に駅・インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ・役所・バスターミナル等のいずれかの施設が存すること

1 0

32



（（（（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限））））

第第第第五五五五条条条条

２ 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。

ただし、以下の場合はこの限りではない。

■第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法・・の規定による・・事業の用に供するため・・権利を取得しようとするとき

■第一号イ第一号イ第一号イ第一号イに掲げる農地農地農地農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするとき又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするとき又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするとき又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするとき

■その他政令で定める相当の事由があるとき

一一一一 次に掲げる農地次に掲げる農地次に掲げる農地次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

農

地

法
イイイイ 農用地区域内にある農地又は農用地区域内にある農地又は農用地区域内にある農地又は農用地区域内にある農地又は

採草放牧地（青地）採草放牧地（青地）採草放牧地（青地）採草放牧地（青地）

ロロロロ イに掲げる農地イに掲げる農地イに掲げる農地イに掲げる農地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地以外の農地以外の農地以外の農地以外の農地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地（（（（白地白地白地白地））））で、集団的に存在する農地又

は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの（（（（市街化調整区市街化調整区市街化調整区市街化調整区

域内域内域内域内のののの、、、、・・・・・・・・・・・・次に掲げる農地次に掲げる農地次に掲げる農地次に掲げる農地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地を除くを除くを除くを除く。。。。））））

（１） 市街地の区域内又は市街地化の傾向市街地化の傾向市街地化の傾向市街地化の傾向

が著しい区域内にある農地が著しい区域内にある農地が著しい区域内にある農地が著しい区域内にある農地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地又は採草放牧地で

政令で定めるもの

（２） （１）の区域に近接する区域その他市近接する区域その他市近接する区域その他市近接する区域その他市

街地化が見込まれる区域内にある農地街地化が見込まれる区域内にある農地街地化が見込まれる区域内にある農地街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草又は採草又は採草又は採草

放牧地放牧地放牧地放牧地で政令で定めるもの

（市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内

にある農地又は採草放牧地）

第二十一条 法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定め

るものは、第十三条各号に掲げる区域内にある農地又

は採草放牧地とする。

第十三条

一 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その

他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める

程度に達している区域

（市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧

地）

第二十二条 法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定める

ものは、第十四条各号に掲げる区域内にある農地又は採

草放牧地とする。

第十四条

一 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他

の公益的施設の整備の状況からみて・・・農林水産省令

で定めるもの

農

地

法

施

行

令

第四十三条 令第十三条第一号 の農林水産省令で定め

る程度は、次のいずれかに該当することとする。

二 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三おおむね三おおむね三おおむね三

百メートル以内百メートル以内百メートル以内百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存す

ること。

イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場

ロ 道路の出入口道路の出入口道路の出入口道路の出入口（（（（インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ））））

ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場

ニ イからハの施設に類する施設

第四十五条 令第十四条第一号 の農林水産省令で定める

区域は、次に掲げる区域とする。

二 第四十三条第二号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲

おおむね五百メートル以内おおむね五百メートル以内おおむね五百メートル以内おおむね五百メートル以内の区域

農

地

法

施

行

規

則

■ イ・ハ・ニの規定のみ援用

■■■■ ロロロロ インターチェンジの規定はないインターチェンジの規定はないインターチェンジの規定はないインターチェンジの規定はない

農振法農振法農振法農振法

（農業振興地域整備計画の変更）

第十三条第二項

【農振農用地の除外5要件】

1 農用地区域外に代替できる土地がな

いこと。

2 農用地の集団化、農作業の効率化等、

農業上の効率的かつ総合的な利用に支障

を及ぼすおそれがないこと。

3 農用地区域内における担い手（認定

農業者）に対する農用地の利用の集積に

支障を及ぼすおそれがないこと。

4 農用地区域内の土地改良施設の機能

に支障を及ぼすおそれがないこと。

5 土地改良事業等を行った区域内の農

地に該当する場合は、工事が完了した翌

年から起算して8年が経過していること。

農用地利用計画の変更（農振除外）

手続きが必要

■■■■ 鳥栖ジャンクションに近接（１キロ以内）する鳥栖インターチェンジから概ね４キロ以内については、行政が事前に特区法の適用を鳥栖ジャンクションに近接（１キロ以内）する鳥栖インターチェンジから概ね４キロ以内については、行政が事前に特区法の適用を鳥栖ジャンクションに近接（１キロ以内）する鳥栖インターチェンジから概ね４キロ以内については、行政が事前に特区法の適用を鳥栖ジャンクションに近接（１キロ以内）する鳥栖インターチェンジから概ね４キロ以内については、行政が事前に特区法の適用を受けるた受けるた受けるた受けるた

めの「めの「めの「めの「特別区域特別区域特別区域特別区域計画」を策定することにより、都市計画法・農地関連法の個別手続きを省略し、都市計画法に基づき線引き・開発許計画」を策定することにより、都市計画法・農地関連法の個別手続きを省略し、都市計画法に基づき線引き・開発許計画」を策定することにより、都市計画法・農地関連法の個別手続きを省略し、都市計画法に基づき線引き・開発許計画」を策定することにより、都市計画法・農地関連法の個別手続きを省略し、都市計画法に基づき線引き・開発許可、可、可、可、農農農農

振振振振法に基づく農振法に基づく農振法に基づく農振法に基づく農振除外・農地法に基づく農地転用を事前かつ包括的に認める除外・農地法に基づく農地転用を事前かつ包括的に認める除外・農地法に基づく農地転用を事前かつ包括的に認める除外・農地法に基づく農地転用を事前かつ包括的に認める（都市計画法と農地関連法制の連動・手続き迅速化）（都市計画法と農地関連法制の連動・手続き迅速化）（都市計画法と農地関連法制の連動・手続き迅速化）（都市計画法と農地関連法制の連動・手続き迅速化）

鳥栖ＪＣＴに近接する鳥栖ＩＣから概ね４キロ以内における都市計画変更・農振除外・農地転用の新たな仕組み（提案）33



九州の農業の現状
34

■ 九州の耕地面積は全国の１２％耕地面積は全国の１２％耕地面積は全国の１２％耕地面積は全国の１２％、農業就業人口は全国の１６％農業就業人口は全国の１６％農業就業人口は全国の１６％農業就業人口は全国の１６％であるのに対し、生産額は全国の２０％生産額は全国の２０％生産額は全国の２０％生産額は全国の２０％を占めている全国有全国有全国有全国有

数の農業地帯数の農業地帯数の農業地帯数の農業地帯となっている。

（出展：九州の農業・農村（九州農政局））



鳥栖市の農業の現状
35

■■■■ 農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口 ３７７人（男：１８０人 女：１９７人）

■■■■ 基幹的農業従事者 ３０５人（男：１５９人 女：１４６人）（農業就業人口内数）

■■■■ 専兼別農家数専兼別農家数専兼別農家数専兼別農家数

販売農家 ２４８戸（経営面積３反以上又は農産物総販売金額５０万円以上）

専業農家 ５９戸

兼業農家 １８９戸（第一種４９戸、第二種１４０戸）

自給的農家 ２８８戸（経営面積３反未満かつ農産物総販売金額５０万円未満）

■■■■ 経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数 ■■■■ 耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積

５０ａ未満 ７６戸 １，０８１ｈa （田：１，０５９ｈa、畑：１５ｈa 他）

５０ａ～１ｈａ ８２戸

１ｈａ～２ｈａ ３６戸

２ｈａ以上 ５４戸

●●●●農業生産法人農業生産法人農業生産法人農業生産法人（（（（５社５社５社５社））））HHHH27272727....3333末現在末現在末現在末現在

株式会社水屋センター （55.4ha）認定農業者

主な圃場 基里地区の南部地域

株式会社基里ＯＫファーム （18.0ha）認定農業者

主な圃場 基里地区の北部地域

農事組合法人ＴＫＲ鳥栖 （22.8ha）認定農業者

主な圃場 旭地区（下野町）

株式会社九設ふる里めぐみファーム（0.6ha）認定農業者

主な圃場 鳥栖地区（真木町）

株式会社ＪＲ九州ファーム

●認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者 ７０７０７０７０経営体経営体経営体経営体（（（（平均耕作面積８平均耕作面積８平均耕作面積８平均耕作面積８．．．．５５５５hahahaha））））
（（（（うちうちうちうち４４４４経営体経営体経営体経営体が農業生産法人が農業生産法人が農業生産法人が農業生産法人））））

鳥栖地区 １８経営体(うち１経営体が農業生産法人)

田代地区 ２経営体

基里地区 ９経営体(うち２経営体が農業生産法人)

麓 地区 １０経営体

旭 地区 ３１経営体(うち１経営体が農業生産法人)

出典：農林業センサス資料（平成２２年）



小郡市の農業の現状

■■■■ 農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口 １，１２４人（男：５７６人 女：５４８人）

■■■■ 基幹的農業従事者 ７７１人（男：４４９人 女：３２２人）（農業就業人口内数）

■■■■ 専兼別農家数専兼別農家数専兼別農家数専兼別農家数

販売農家 ６４５戸（経営面積３反以上又は農産物総販売金額５０万円以上）

専業農家 １９１戸

兼業農家 ４５４戸（第一種１００戸、第二種３５４戸）

自給的農家 ２７５戸（経営面積３反未満かつ農産物総販売金額５０万円未満）

■■■■ 経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数 ■■■■ 耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積

５０ａ未満 ９０戸 １，１４４ｈa （田：１，０３９ｈa、畑：５４ｈa 他）

５０ａ～１ｈａ １９９戸

１ｈａ～２ｈａ １９９戸

２ｈａ以上 １５７戸

●●●●農業生産法人農業生産法人農業生産法人農業生産法人（（（（１２１２１２１２社社社社））））HHHH27272727....3333末現在末現在末現在末現在

農事組合法人みつゆき （1ha）認定農業者 株式会社RUSH FARM （4ha） 認定農業者

株式会社城山牧場 （7ha） 農事組合法人御原グリーン （30ha）認定農業者

株式会社高尾プロデュース （7ha）認定農業者 農事組合法人力武 （57ha）認定農業者

株式会社田篭誠農園 （5ha）認定農業者 株式会社山田園芸場 （3ha） 認定農業者

株式会社フレッシュ園芸 （2ha）認定農業者 株式会社和農BARU （13ha）認定農業者

株式会社山崎瑞松園 （8ha） 株式会社永利農園 （5.2ha）認定農業者

●認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者 １２４１２４１２４１２４経営体経営体経営体経営体（（（（平均耕作面積平均耕作面積平均耕作面積平均耕作面積 ５５５５．．．．７７７７hahahaha））））

（（（（うちうちうちうち１０１０１０１０経営体が農業生産法人経営体が農業生産法人経営体が農業生産法人経営体が農業生産法人））））

出典：農林業センサス資料（平成２２年）

36

＜収穫・出荷量等＞

■みずな ７１１ｔ（県内2位）
■洋ラン ３９９千本（県内2位）



基山町の農業の現状
37

■■■■ 農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口 １６２人（男：７７人 女：８５人）

■■■■ 基幹的農業従事者 １２７人（男：７１人 女：５６人）（農業就業人口内数）

■■■■ 専兼別農家数専兼別農家数専兼別農家数専兼別農家数

販売農家 ９３戸（経営面積３反以上又は農産物総販売金額５０万円以上）

専業農家 １９戸

兼業農家 ７４戸（第一種１１戸、第二種６３戸）

自給的農家 １６４戸（経営面積３反未満かつ農産物総販売金額５０万円未満）

■■■■ 経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数 ■■■■ 耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積

５０ａ未満 ３４戸 ２８４ha （田：２５５ha、畑：１７ｈa 他）

５０ａ～１ｈａ ３２戸

１ｈａ～２ｈａ ２１戸

２ｈａ以上 ６戸

●●●●農業生産法人農業生産法人農業生産法人農業生産法人（（（（１１１１社社社社））））HHHH27272727....3333末現在末現在末現在末現在

株式会社弥生が丘養蜂園 （2.3ha）認定農業者

主な圃場 宮浦地区の北部地域

●認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者 １３１３１３１３経営体経営体経営体経営体（（（（平均耕作面積平均耕作面積平均耕作面積平均耕作面積1111....7777hahahaha））））
（（（（農業農業農業農業生産生産生産生産法人法人法人法人なしなしなしなし））））

出典：農林業センサス資料（平成２２年）



国家戦略特区の九州全体への波及効果（九州の農産品の活用）
38

■ 九州で生産された農産品（野菜）はその半分を関東・関西・中国地方といった大規模消費地に出荷半分を関東・関西・中国地方といった大規模消費地に出荷半分を関東・関西・中国地方といった大規模消費地に出荷半分を関東・関西・中国地方といった大規模消費地に出荷しており、日本の食糧供日本の食糧供日本の食糧供日本の食糧供

給基地給基地給基地給基地となっている。加えて、海外にも輸出海外にも輸出海外にも輸出海外にも輸出されている。

■ 鳥栖ジャンクションを擁し九州のどの場所からも短時間でのアクセスが容易な本地域の拠点性を活かし、地方創生特区制度地方創生特区制度地方創生特区制度地方創生特区制度

により、九州の豊かな農産品を集約・拡散させる加工施設、卸売りなどの市場機能や流通機能を整備・強化することができれ

ば、本地域にとどまらない九州全体の農業の一層の発展を図ることが可能本地域にとどまらない九州全体の農業の一層の発展を図ることが可能本地域にとどまらない九州全体の農業の一層の発展を図ることが可能本地域にとどまらない九州全体の農業の一層の発展を図ることが可能となる。

（出展：九州の農業・農村（九州農政局））



農産品輸出の現状と国際空港を活用した新たな取り組み（農水省）

39

農政改革の着実な実行と新たな戦略的取り組み

（農水省：平成２７年５月１２日）



● 佐賀空港からは週５便の夜間貨物便が出ており、年間に換算すると２

４０便となる。１便当たり１５トンの貨物スペースがあるため、可能貨物輸可能貨物輸可能貨物輸可能貨物輸

送量送量送量送量は３６００トンは３６００トンは３６００トンは３６００トンとなる。

５便／週×１２月×１５トン＝３，６００トン

● そのうち実際に貨物輸送に利用された実績は平成２６年で１，９４８トン

であることから、空き容量は１空き容量は１空き容量は１空き容量は１，，，，６５２トン６５２トン６５２トン６５２トンとなる。

３，６００トン－１，９４８トン＝１，６５２トン

● 佐賀空港から出る夜間貨物便の空き容量を利用して前段で試算した

規格外農産品３２万トンのうち１，６００トン（0.5%分）を輸出するとした場

合、規格外農産品で用いた手法で国内市場価値を試算すると約０約０約０約０.８３億８３億８３億８３億

円円円円となる。

１，６００，０００㎏÷１００×１１，０７８円×４７％＝８３，３０６，５６０円

● さらにこの輸出した農産品の市場価値については、海外での商品価格

例（イチゴ：海外販売価格４，０００円（１Pあたり３００ｇ））を参考としつつ

再計算すると、２６２６２６２６．．．．７億円７億円７億円７億円となる。

８３, ３０６, ５６０×３．２×１０＝２,６６５,８０９,９２０円（（（（２６２６２６２６．．．．７億円７億円７億円７億円）

● 今後佐賀空港から出る夜間貨物便が、例えば１日４便に増加した場合、

輸出農産品がもたらす経済効果は１０６経済効果は１０６経済効果は１０６経済効果は１０６．．．．８億円８億円８億円８億円となる

■ 地方創生特区制度地方創生特区制度地方創生特区制度地方創生特区制度により、農産品の集積・加工・流通の拠点としての本地域から、至近の国際空港としての佐賀空港を積極至近の国際空港としての佐賀空港を積極至近の国際空港としての佐賀空港を積極至近の国際空港としての佐賀空港を積極

的に利用して海外輸出的に利用して海外輸出的に利用して海外輸出的に利用して海外輸出を行うことができれば、本本本本地域を国際農産物等の海外輸出拠点とする地域を国際農産物等の海外輸出拠点とする地域を国際農産物等の海外輸出拠点とする地域を国際農産物等の海外輸出拠点とするとともに、九州ブランドの一層の拡九州ブランドの一層の拡九州ブランドの一層の拡九州ブランドの一層の拡

大を図ることが可能大を図ることが可能大を図ることが可能大を図ることが可能となる。

■ 現在の佐賀空港の夜間貨物便のキャパシティと今後の発展余地を踏まえ、規格外農産物（３４万トン）の一部だけでも海外に

展開するとした場合、その経済効果は年間１０６．８億円１０６．８億円１０６．８億円１０６．８億円と見込まれることから、空港利用の発展可能性や規格品の輸出展開も

視野に入れるとその市場規模はさらに拡大することが期待される。

＜佐賀空港の夜間貨物便＞＜佐賀空港の夜間貨物便＞＜佐賀空港の夜間貨物便＞＜佐賀空港の夜間貨物便＞

夜間貨物便で取り扱う貨物中

ほぼすべてが国際貨物

国家戦略特区の九州全体への波及効果

（国際空港としての佐賀空港を利用した鳥栖地区の海外輸出拠点化）
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○坂村健議員（東京大学院教授）○坂村健議員（東京大学院教授）○坂村健議員（東京大学院教授）○坂村健議員（東京大学院教授）

今回の二次特区の指定対象地区になっているところ３地域は分野も範囲も

広く、実現性も高く、よいと思います。

ただ、最近、特区に対する関心が高まってきたところで、規制を突破するだけ

ではなくて、これをしたらこうなるというのが割と直感的でわかりやすくて、経済

的にも効果が大きいようなところが応募してきており、時期的にもそういうところ

も追加できないかと思います。

例えば、具体的に名前を出したほうがわかりやすいから言いますけれども、佐佐佐佐

賀県に鳥栖というところがあるのですが、そこ賀県に鳥栖というところがあるのですが、そこ賀県に鳥栖というところがあるのですが、そこ賀県に鳥栖というところがあるのですが、そこは九州は九州は九州は九州のちょうど真ん中あたりで、のちょうど真ん中あたりで、のちょうど真ん中あたりで、のちょうど真ん中あたりで、

交通の便が縦軸と横軸が交わっているところで、土地に対する需要が明快に存交通の便が縦軸と横軸が交わっているところで、土地に対する需要が明快に存交通の便が縦軸と横軸が交わっているところで、土地に対する需要が明快に存交通の便が縦軸と横軸が交わっているところで、土地に対する需要が明快に存

在しています。在しています。在しています。在しています。例えば例えば例えば例えば似たようなところでフランスにリールという都市があるので似たようなところでフランスにリールという都市があるので似たようなところでフランスにリールという都市があるので似たようなところでフランスにリールという都市があるので

すが、そこは繊維業で有名なところだったのですが、繊維業がすが、そこは繊維業で有名なところだったのですが、繊維業がすが、そこは繊維業で有名なところだったのですが、繊維業がすが、そこは繊維業で有名なところだったのですが、繊維業がだめにだめにだめにだめになってしなってしなってしなってし

まった。ところが、物流の観点でみるとちょうどヨーロッパの中心で、どこにも近まった。ところが、物流の観点でみるとちょうどヨーロッパの中心で、どこにも近まった。ところが、物流の観点でみるとちょうどヨーロッパの中心で、どこにも近まった。ところが、物流の観点でみるとちょうどヨーロッパの中心で、どこにも近

いというところであったために、交通いというところであったために、交通いというところであったために、交通いというところであったために、交通の便をの便をの便をの便を生かして、フランスはリールを通信生かして、フランスはリールを通信生かして、フランスはリールを通信生かして、フランスはリールを通信

販売の一大拠点に変えたのです。その結果、今、経済的には重要な地域に販売の一大拠点に変えたのです。その結果、今、経済的には重要な地域に販売の一大拠点に変えたのです。その結果、今、経済的には重要な地域に販売の一大拠点に変えたのです。その結果、今、経済的には重要な地域に

なっているなっているなっているなっているのですのですのですのです。。。。

どうどうどうどういうことが言いたいかというと、全体の国土のグランドデザインの観点からいうことが言いたいかというと、全体の国土のグランドデザインの観点からいうことが言いたいかというと、全体の国土のグランドデザインの観点からいうことが言いたいかというと、全体の国土のグランドデザインの観点から

地理的に交通の要所というところがあった場合地理的に交通の要所というところがあった場合地理的に交通の要所というところがあった場合地理的に交通の要所というところがあった場合、そこ、そこ、そこ、そこが単に農地になっていてが単に農地になっていてが単に農地になっていてが単に農地になっていて

いいのかということがあって、そういうところは速やかに転換させて、国や九州いいのかということがあって、そういうところは速やかに転換させて、国や九州いいのかということがあって、そういうところは速やかに転換させて、国や九州いいのかということがあって、そういうところは速やかに転換させて、国や九州

全体をどうするのか全体をどうするのか全体をどうするのか全体をどうするのかというというというという経済発展のためのサービス拠点としたほうがいいの経済発展のためのサービス拠点としたほうがいいの経済発展のためのサービス拠点としたほうがいいの経済発展のためのサービス拠点としたほうがいいの

ではないか。そういう重要な地域は、地理的観点から、やはり国としてではないか。そういう重要な地域は、地理的観点から、やはり国としてではないか。そういう重要な地域は、地理的観点から、やはり国としてではないか。そういう重要な地域は、地理的観点から、やはり国として戦略戦略戦略戦略をををを

持ってほかのことに転換させていくようにしたほうがいいのではないかと思いま持ってほかのことに転換させていくようにしたほうがいいのではないかと思いま持ってほかのことに転換させていくようにしたほうがいいのではないかと思いま持ってほかのことに転換させていくようにしたほうがいいのではないかと思いま

したしたしたした。。。。 （中略）

○石破茂議員○石破茂議員○石破茂議員○石破茂議員

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ有益な御意見をいただきまして、私どももよくフォローして有益な御意見をいただきまして、私どももよくフォローして有益な御意見をいただきまして、私どももよくフォローして有益な御意見をいただきまして、私どももよくフォローしてまいりますまいりますまいりますまいります

（後略）

第１３回国家戦略特区諮問会議 （平成２７年３月１９日）での議論
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日時 平成27年3月19日（木）17:33～18:00 出席者 安倍総理、石破大臣、民間議員他 （太田国交大臣、林農水大臣他（臨時議員））

会議における民間議員のご発言会議における民間議員のご発言会議における民間議員のご発言会議における民間議員のご発言

国家戦略特区の第二次指定（地方創生特区国家戦略特区の第二次指定（地方創生特区国家戦略特区の第二次指定（地方創生特区国家戦略特区の第二次指定（地方創生特区

の指定）に当たって（民間議員提案）の指定）に当たって（民間議員提案）の指定）に当たって（民間議員提案）の指定）に当たって（民間議員提案）
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